
昭和町第5次総合計画

前期基本計画



た取り組みを強化する必要があります。あ

わせて、広報誌やホームページなどを積極

的に活用し、生涯学習情報の提供を進め

る必要があります。

【施策の方針】
生涯学習拠点の計画的な整備を検討す

るとともに、社会教育計画の評価や学習ニ

ーズに応じた見直しを進めます。また、関

係団体との連携を図りながら、相談・指導

体制の強化を図ります。

【施策の展開】
（１）生涯学習基盤の整備
●国際化や情報社会の進展、環境問題へ
の関心の高まりなど、新たな時代のニ
ーズを踏まえた社会教育計画の策定や
見直しを進めます。

●12地区の生涯学習地域づくり運営委員
会や学校、芸術・文化団体、ボランティ
ア団体、大学などとの連携を図り、家庭
や学校、地域での教育機能を支えるた
めのネットワークづくりを進めます。

●学校施設などを活用した地域での生涯

１．生涯学習推進体制の整備

【現況と課題】
近年、心の豊かさが求められる中で、住

民が自らの意思に基づいて、自発的に学習

に取り組むことが期待されています。今後、

団塊の世代が退職時期を迎える中で、学

習ニーズは高まることが想定されます。

加えて一方で、学習ニーズは多様化、高

度化する傾向がみられることから、本町で

は、昭和町社会教育計画を策定し、中央公

民館を拠点として、時代や社会の変化を見

据えた学習機会の提供を進めているところ

です。

また、身近な地域での学習活動を促進

するため、小学校などを活用した地域の学

習拠点の確保や生涯学習地域づくり推進員

の配置などを進めているところです。あわ

せて、関係団体との連携を図りながら、学

習活動を支える人材やリーダーの育成・確

保に努めています。

生涯学習の推進体制は、公民館運営審

議会や12地区の生涯学習地域づくり推進員

を中心に、昭和町子どもクラブ指導者連絡

協議会、昭和町文化協会、昭和町体育協会

などの団体が相互に連携を図りながら形成

されています。

生涯学習の拠点施設は中央公民館や町

立図書館などですが、中央公民館は施設

が狭隘で、老朽化が進んでいるほか、町立

図書館では自主事業の場所の確保が課題

となっています。

さらに、学習ニーズの多様化に伴い、指

導者などの人材不足が懸念されていること

から、生涯学習指導者の育成・確保に向け
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第1章  豊かな心を育むまちをめざす 

第１節 
生涯学習社会の創造 

■  施策の体系 
 
 生涯学習推進体制の整備 
 
　　(1) 生涯学習基盤の整備 
　　(2) 学習情報の充実 
　　(3) 相談・指導体制の強化 



学習拠点の確保を進めるとともに、学習
に必要な施設・設備の充実を図ります。

●老朽化している中央公民館の建替えに
あわせて、生涯学習の拠点となる施設
の整備を検討します。

（２）学習情報の充実
●地域情報化の進展を踏まえ、CATVやイ
ンターネットを活用して自宅で気軽に学
習することのできる方法を検討します。

●周辺市及び高等教育機関との連携によ
り、広域的な講座・教室や生涯学習イベ
ントなどに関する情報収集・提供に努め
ると同時に、参加を容易にするためのガ
イドブックの作成などを検討します。

●ホームページなどを活用し、町の歴史・
文化、自然などに関する情報を電子化
し、ホームページなどで楽しむことがで
きる企画などを検討します。

（３）相談・指導体制の強化
●関係機関や各種団体からの情報収集を
進め、多様な学習ニーズに応じた指導
者やリーダーの発掘や育成に努めるこ
とにより、人材バンクの構築を図ります。

●町内有識者や大学などの協力を得なが
ら、生涯学習に関する相談に対応でき
るアドバイザーの育成・確保を図ります。

２．生涯学習の促進

【現況と課題】
本町では、中央公民館を中心に、町立図

書館や小学校などを活用し、より効果的・

体系的な講座の開催等に努めています。

学習講座としては、山梨学院大学生涯学

習センター等と連携した「現代学講座」や中

央公民館総合学習教室、中央公民館自主

学習教室をはじめ、小学校を活用した子ど

もの居場所づくり事業として「昭和町ウイー

クエンドスクール」などを実施しています。

中央公民館自主学習教室としては、在住

外国人を対象とした日本語教室や各種の文

化・芸術活動、生ゴミ減量化など環境学習、

パソコン教室など様々な教室が開催されて

います。

町立図書館は平成17年度に蔵書検索サ

ービスを導入し、住民の利便性の向上に努

めているほか、「としょかんまつり」や「読み

聞かせとお話し会」、「手作り絵本教室」な

どを実施し、親しみやすい図書館づくりに

努めています。

今後、中央公民館や町立図書館での事

業の充実を図ると同時に、事業内容や利用

者数に対応できる施設の確保を検討する

必要があります。

また、新規加入者の拡大や講座・教室の

修了者の受け皿づくりなどを進めるほか、

インターネットを活用した学習機会の提供な

ども望まれます。

さらに、水源のまちとして、特色ある学習

活動の促進を通じて、郷土への理解と愛着

の醸成を図ることなども期待されます。

【施策の方針】
住民の学習意欲に対応した学級・講座内

容を拡充するとともに、図書館事業の充実を

図ります。また、インターネットの有効活用や

学習サークルの育成などを進め、住民の自

発的な学習活動を支援します。

【施策の展開】
（１）学習機会の拡大
●山梨学院大学生涯学習センターや県社
会教育振興会などの協力を得ながら、
住民の学習ニーズに対応した学習プロ
グラムの充実を図ります。

●住民ニーズや受講者の評価を定期的に
把握しながら、講座・教室の見直しや内
容の充実に努めます。
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■  施策の体系 
 
 生涯学習の促進 
 
　　(1) 学習機会の拡大 
　　(2) 公民館事業の充実 
　　(3) 図書館事業の充実 



●講座・教室の修了者などを対象に、主体
的なサークル活動や自主的な教室運営
などを支援します。

●ボランティアや有識者の協力を得なが
ら、昭和町の歴史や自然、課題などを学
習する機会を拡充します。また、町政を
紹介する出前方式によるまちづくり講
座などを進めます。

（２）公民館事業の充実
●住民の利用やニーズに配慮した公民館の
利用規定の見直しを図るとともに、住民
による管理・運営の範囲を拡大し、住民
主体の公民館づくりを促進します。

●文化協会や学習グループによる教室の開
催など、団体やサークルによる自主的な
学習活動を促すしくみづくりを進めます。

●中央公民館の設備の充実に努めると同
時に、中央公民館の建替えの際には、公
民館事業のニーズに対応できる環境づく
りを進めます。

（３）図書館事業の充実
●利用者ニーズに応じた蔵書や視聴覚教
材などの拡充を図ると同時に、ホームペ
ージでの貸出予約への対応などシステ
ムの充実を検討します。

●広域的な図書館ネットワークの有効活用
を促進するほか、近隣自治体との連携を
図りながら、それぞれの図書館での蔵書
や資料の重点整備などを検討します。

●ブック・スタートや絵本教室、映画会など
の充実を図り、子どもの時から図書館に
親しむことのできる機会を拡充します。

●図書館ボランティアやボランティア・サー
クルの育成を進め、住民参加による図書
館の運営を図ります。

●町政をはじめ、町の歴史や人材など、地
域に関する様々な情報を知ることがで
きる企画やコーナーの充実を図ります。

●図書館の相談機能やレファレンス※9機能
を強化し、町内で働く人や企業、団体な
どの調査・研究活動を支援します。

１．芸術文化活動の振興

【現況と課題】
本町の文化団体としては、昭和町文化協

会に所属する29の専門部があり、音楽や舞

踊、美術、工芸、写真、英会話、郷土研究

など様々な活動を行っています。

本町は中央公民館を活用し、文化協会

の活動を支援するとともに、住民の自発的

な芸術・文化活動を促進しています。文化

協会に加盟する各文化団体は中央公民館

を会場として、和太鼓や演劇・舞踊などの

教室を開催し、住民に文化活動の機会を

提供しています。

そのほか、文化祭などの機会を活用して、

住民の発表や展示の機会を提供するほか、

優れた芸術を鑑賞する機会の提供に努め

ているところです。

現在、多様な団体が中央公民館を拠点

として活動をしていますが、中央公民館の

施設が狭隘なため、練習や展示の場を確

保するのが難しく、活動拠点の確保が望ま

れています。

今後、活動拠点の確保とあわせて、生涯

学習自主サークル支援事業の有効活用など

により、芸術・文化サークルの育成やリーダ

ーの確保に努め、住民の主体的な芸術・文

化活動を支援する必要があります。

【施策の方針】
芸術・文化に親しむ機会を拡充するとと

もに、活動の場の整備や文化協会などの育

成に努め、住民の主体的な芸術・文化活動

を促進します。
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第2節 
地域の文化とスポーツの振興 

■  施策の体系 
 
 芸術文化活動の振興 
 
　　(1) 芸術・文化活動の促進 
　　(2) 芸術・文化団体の育成 



【施策の展開】
（１）芸術・文化活動の促進
●生涯学習拠点の整備とあわせて、住民
の主体的な芸術・文化活動を支える場
の確保を検討します。

●町内外の芸術・文化団体の協力を得な
がら、住民の芸術・文化活動を支援す
る講師や指導者の確保に努めます。

●芸術・文化活動に関する広域的な情報
提供に努めるほか、町内や近隣での芸
術・文化の鑑賞を支援するなど、優れた
芸術・文化に親しむ機会を拡充します。

●学校や地域、関係団体などとの連携を
図り、身近な地域で様々な芸術・文化
活動を体験することのできる機会を拡
充します。

（２）芸術・文化団体の育成
●文化協会など、各種団体・サークルの自
主的な活動を促進すると同時に、活動状
況などを考慮しながら、必要に応じて活
動拠点の確保を検討します。

●芸術・文化団体の練習や創作・発表の場
の確保に努めると同時に、一般住民への
参加や鑑賞の呼びかけを促進します。

●芸術・文化イベントや中央公民館事業、学
校との連携などを通じて、芸術・文化団
体の創作や発表の場づくりに努めます。

２．伝統文化の継承

【現況と課題】
本町の文化財としては、県指定文化財で

ある妙福寺の鰐口をはじめ、石原家古文

書や源義清公館跡、阿弥陀如来坐像や木

造聖徳太子像などの町指定文化財があり

ます。

また、各地に残る地蔵や道祖神、碑、古

木などをはじめ、かすみ堤や地方病撲滅

に関する活動など、様々な歴史・文化資産

があります。

本町の文化財については、昭和町文化

財保護条例に基づき、町文化財審議委員

会において、町文化財としての保護活用の

方針を定めるとともに、指定文化財の維

持・管理のための補助事業を行っていま

す。また、農機具などの歴史民俗資料は社

会科教材として学校などへ貸し出しを行

い、学校において展示しています。

しかし、資料館のような保管・展示場所

は未整備となっていることから、資料の保

存方法も含めた検討が求められます。

さらに、平成8年度より、町内の文化財

や民話の舞台を巡るフィールドワーク講座

として「タイムスリップ講座」を各地区で開

催するとともに、「昭和町の歴史教室」など

開催しています。

本町では、転入者が多いことから、ふる

さととしての愛着感の高揚や郷土の文化を

次世代に伝える取り組みを継続的に進め

ると同時に、住民参加を図りな

がら、町内の歴史・文化資産の

保全・活用に取り組む必要が

あります。

【施策の方針】
文化財の保護・活用を進め

るほか、伝統文化や伝統行事

の保存・継承に努めます。また、

住民の理解と協力を得ながら、

歴史・文化資産を守り、伝え、

活かす活動を進めます。
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【施策の展開】
（１）文化財保護の推進
●指定文化財の適切な保存を図ると同時
に、社寺林・保存樹木などの周辺環境
の整備に努めます。

●かすみ堤や地蔵、その他関連する民話
などについての調査・研究を進め、関連
資料の適切な保存に努めるほか、必要
に応じて文化財指定などを検討します。

●地方病撲滅の歴史についての資料の収
集・整理を進めると同時に、関係者の
協力を得ながら、関係資料の保存・整
備を検討します。

●文化財について情報を把握し、基礎資
料の整理を進めます。また、文化財の
調査・研究のための体制を充実します。

（２）文化遺産の継承・活用の促進
●町内を巡るタイムスリップ講座の成果
を活かし、地区の歴史や良さが伝わる
マップづくりや地区のガイド指定など
による学習活動を検討します。

●獅子舞やどんど焼き、笠おどり、道祖神
祭りなど伝承行事の担い手づくりや古
くから伝わる身近な生活文化の掘り起
こしを進め、伝統文化
を楽しみ継承する活動
への支援に努めます。

●学校教育や生涯学習の
機会を活用し、地域の
歴史や文化財について
の周知を図るとともに、
地域の文化遺産の保
存・継承についての意
識の醸成や担い手づく
りに努めます。

●民俗資料などの文化財

を記録・保存すると同時に、地域のＰＲ
や学習教材としての有効活用を図りま
す。

●文化財をまちづくりに活かすため、住
民による保護・活用のためのネットワー
クづくりを促進します。

３．スポーツ・レクリエーション活動の充実

【現況と課題】
本町ではスポーツ・レクリエーション施設と

して、総合体育館、町民体育館、町立温水

プール、釜無工業団地公園、常永公園テニ

スコートなどが整備されているほか、学校体

育施設の夜間開放を行っています。加えて、

現在、（仮称）押原公園整備事業の中で、ス

ポーツ広場などの整備を計画しています。一

方、町立温水プールなどの効率的な維持・

管理が課題となっていることから、指定管理

者制度の導入も含め、検討しています。

スポーツ教室では、町主催のスポーツ教

室や体育指導委員によるニュースポーツ教

室、昭和町みんなのスポーツ推進協議会に

よる昭和町スポーツフェスティバルなどのほ

か、町立温水プールで各種教室などを実施

し、競技スポーツから健康づくりまで幅広い

取り組みを行っています。

スポーツ団体としては、体育協会やスポー

ツ少年団、各地区の体育部などがあり、そ

れぞれ活発に活動しています。また、スポー

ツ団体による自主活動をはじめ、体育指導員
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■  施策の体系 
 
 伝統文化の継承 
 
　　(1) 文化財保護の推進 
　　(2) 文化遺産の継承・活用の促進 



や各種団体が協力して、スポーツ少年団運

動会や子どもクラブ球技大会、福祉軽スポ

ーツ親善交流会、障害者スポーツ交流会な

どを開催しています。

今後、スポーツは青少年の健全育成や体

力づくり、健康づくりなど、様 な々場面で重要

な役割を担っていることから、スポーツ教室

などの充実を図りながら、住民の自発的なス

ポーツ活動を促進する必要があります。

さらに、競技スポーツの振興とあわせて、

個人の体力や目的に応じたスポーツ活動に

取り組むことができるよう、スポーツ施設の整

備や効率的な維持・管理などの条件整備を

図る必要があります。

【施策の方針】
生涯スポーツの振興についての方向性

を明確にするとともに、スポーツや体力づく

りの重要性についての周知を図り、住民の

自発的なスポーツ活動を促進します。また、

スポーツ施設の整備や指導体制の強化を

図り、スポーツに親しむことのできる環境づ

くりを進めます。

【施策の展開】
（１）スポーツ施設の整備・充実
●日常生活に密着した生涯スポーツを振
興していく方向性として、スポーツ振興
計画を策定します。

●（仮称）押原公園整備事業を推進し、多
目的に利用できるスポーツ広場の整備
を図ります。

●住民の利便性に十分配慮しながら指定
管理者制度などの導入を検討し、町立
温水プールや総合体育館などの効率的
な管理・運営に努めます。

●利用者ニーズや効率性などを踏まえ、

体育施設の施設・設備の充実や計画的
な更新を図ります。

●安全対策に配慮しながら、学校開放に
よる小・中学校のグラウンドや体育館な
どの有効活用を促進します。

（２）スポーツ機会の拡充
●スポーツフェスティバルや各種スポーツ
教室、ニュースポーツ大会などの開催
を進め、スポーツに親しむ機会を拡充
します。

●体育協会などとの連携を図りながら、
幅広い年齢層が参加できる軽スポーツ
の普及やスポーツ企画の充実を図りま
す。

●多目的運動場などの整備とあわせて、
町外のスポーツ団体やプロスポーツ選
手などとの交流を促進します。

●年間を通じた各種スポーツ教室の充実
を図るほか、総合型スポーツクラブな
どの設置を推進します。

●体育協会専門部やスポーツ少年団によ
る競技スポーツ教室や大会の開催、各
種目の入門教室などの充実を図ります。

●保健や福祉との連携を図り、町立温水
プールを利用した健康増進プログラム
や介護予防プログラムなどの整備を検
討します。

（３）指導体制の強化
●体育協会などの協力を得ながら、競技
スポーツから健康づくりまで幅広いニ
ーズに対応できる指導者やリーダーの
育成・確保、人材バンクの整備を進め
ます。

●講習会や研修会への参加を支援し、種
目に応じたリーダー及び指導者の養成
を図ります。

●各種スポーツ団体間の交流を促進する
と同時に、プロスポーツ選手との交流
機会を拡充するなど、競技スポーツを
視野に入れた指導体制の向上に努めま
す。
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■  施策の体系 
 
 スポーツ・レクリエーション活動の充実 
 
　　(1) スポーツ施設の整備・充実 
　　(2) スポーツ機会の拡充 
　　(3) 指導体制の強化 



１．就学前教育の充実

【現況と課題】
本町には幼稚園はありませんが、隣接す

る市の幼稚園などに通う幼児もみられること

から、私立幼稚園就園奨励金などの支援を

行っています。

人格形成の基礎となる幼児期の教育は、

健全な成長を促すための重要な役割を果た

します。

そこで、保護者への教育・啓発の機会を拡

充しながら、家庭教育のための基本的な養

育知識の普及を図る必要があります。

現在、本町では、親子で参加できる教室

や家庭教育セミナーなどのほか、保健・福祉

分野との連携を図りながら、子育て相談の

充実や保育所による育児講座などを実施し

ているところです。また、子育て支援のため

の体制を強化するため、子育て相談の拠点

となる児童センターの整備を進めています。

今後、保健・福祉分野との連携を図りなが

ら、家庭教育や育児についての相談・指導

体制を強化するとともに、保護者に対する教

育機会の拡充に努める必要があります。

さらに、保育所や関係団体との連携や情

報交換を促進し、就学前教育の推進体制を

強化することが期待されます。

【施策の方針】
保健・福祉分野との連携を図りながら、

家庭教育を支援するための相談・指導体制

を強化するとともに、地域において家庭教

育を学ぶための機会を拡充します。

【施策の展開】
（１）就学前教育体制の充実
●保育所や小学校、その他関係機関との
連携を図りながら、幼児に対する教育
内容や指導方法などの充実を促進する
ほか、幼児の特性や発達段階に応じた
相談体制を強化します。

●ファミリーサポーターの育成や活動を
通じて、子育ての経験者の知恵や経験
などを活用しながら家庭教育の支援を
行うしくみを構築します。

●子育て支援室を設置し、育児や家庭教
育に関する相談・指導に対応できる体
制を強化します。

（２）幼児教育や相談・指導の充実
●幼稚園就園児の推移を踏まえながら、
保護者に対する私立幼稚園就園奨励費
補助の見直しなどを検討します。

●家庭教育学級の充実を図り、保護者の
幼児教育や家庭教育に関する知識の普
及を図ります。

●子育て支援室の設置にあわせて、地域
における育児や家庭教育に関する相
談・指導の充実を図ります。

●国の動向や保護者の意向などを踏まえ、
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児童・生徒数の推移 

押原小 

西条小 

常永小 

小学校計 

押原中 

平成8年 

589 

335 

 

924 

446

平成9年 

614 

343 

 

957 

434

平成10年 

615 

338 

 

953 

437

平成11年 

629 

346 

 

975 

421

平成12年 

618 

363 

 

981 

451

平成13年 

633 

390 

 

1,023 

458

平成14年 

338 

431 

306 

1,075 

451

平成15年 

334 

439 

325 

1,098 

451

平成16年 

329 

450 

337 

1,116 

454

平成17年 

300 

469 

371 

1,140 

494

（5月1日現在） 

資料：学校教育課 

■  施策の体系 
 
 就学前教育の充実 
 
　　(1) 就学前教育体制の充実 
　　(2) 幼児教育や相談・指導の充実 

第3節 
子ども達への教育の充実 



民間による幼保一元化施設への取り組
みに対する支援策を検討します。

２．学校教育の充実

【現況と課題】
本町の義務教育施設は小学校3校、中学

校1校で、平成17年5月1日現在、小学生が

1,140人、中学生が494人となっています。

全国的には、少子化による児童数の減

少が叫ばれているものの、本町では転入

者の増加に伴い、児童・生徒数は増加して

います。

学校施設は、平成14年度に常永小学校

の新設、平成16年度には押原小学校の改

築や学校給食施設の整備などを行ってきま

した。しかし、西条小学校は児童数の増加

により、教室の不足が深刻化しているほか、

押原中学校の耐震改修が課題となってい

ます。

教育内容としては、各小・中学校で教育

目標を定め、確かな学力の定着をめざす

とともに、児童・生徒の個性と自立性を育

む教育を推進しています。

また、地域の特性を活かした創意ある

教育課程の編成に取り組むと同時に、エ

コスクール※10やオール電化・ドライ厨房の

給食施設など、全国的にも先進的な取り組

みを進めています。

あわせて、外国人の児童・生徒や不登

校児、障害児などへの対応を強化するた

め補助教員を配置しているほか、カウンセ

ラーによる教育相談や学校間ネットワーク

の整備など、時代やニーズを見据えた教

育環境づくりを進めてきています。

今後、安全に配慮しながら、西条小学校

や押原中学校の計画的な改修を図るととも

に、各学校の特色を生かしながら、学力の

定着や豊かな人間性の涵養などに努める

必要があります。

さらに、学校と家庭、地域との連携を図

り、「押原教育」の伝統を受け継いだ「昭和

教育」の実践を進めることが期待されます。

【施策の方針】
学校施設の計画的な整備を推進するとと

もに、個性や創造性を伸ばす教育の実践

に努めます。また、研修・研究機会の拡充

などによる教員や指導者の資質向上を図

るほか、学校と家庭、地域との連携を強化

し「昭和教育」の創造と実践をめざします。
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【施策の展開】
（１）教育環境の充実
●児童・生徒数の動向を踏まえて、西条小
学校や押原中学校の増改築を進めます。
また、押原中学校の耐震化を図るほか、
改築に当たっては施設のバリアフリー※11

化を進めます。
●エコスクール機能や地域防災施設とし
て機能の充実を図ります。

●児童・生徒数の推移や小・中学校のつな
がりなどを考慮しながら、必要に応じ
て、通学区域の適正化を検討します。

●学校保健の充実や健康診断を実施する
とともに、スクールカウンセラーによる
児童・生徒の悩みなどに対応する体制
を強化します。

（２）教育内容の充実
●昭和教育実践の基本理念に則した教育
計画の策定や指導方針の実践を通じて、
地域や学校の特色を生かした創意ある
教育課程の確立を図ります。

●教育課程の編成や授業内容の工夫など
を進め、児童・生徒の理解度に応じたき
めの細かい指導に努め、基礎・基本の定
着による学力向上を図ります。

●小学校での英語教育を拡充するほか、
国際理解教育や情報教育、環境教育な
ど時代環境に対応した教育内容の充実
や学習機会の拡充を図ります。

●地域の高齢者や障害のある人との交流
やボランティア活動などを通じて、思い
やりの心の醸成や福祉教育の促進に努
めます。

（３）指導体制の強化
●各学校の教職員の教育経験や指導経験
を活用した実践交流を促進し、技術や
ノウハウの向上に努めます。

●教職員の研究・研修機会の拡充や自主
的な研修活動の促進に努めるほか、評
価制度の充実を進め、教職員の資質や
指導力の向上を図ります。

●教育に関する専門の相談員を確保する
ほか、家庭や専門機関との連携を図り、
不登校や軽度発達障害などへの対策を
強化します。

●関係機関との連携を図りながら、健康
教育や心の教育を充実し、健康で豊か
な人間性を育む教育に努めます。

●保育所や幼稚園、小・中学校、高等学校
との連携を強化し、きめの細かい就学
指導体制の確立に努めます。

●特殊学級や通級による指導※12、補助教員
の加配※13などにより、一人ひとりの障害
の実態に応じた適切な指導を進めます。

（４）昭和教育の推進
（家庭・地域と学校との連携）

●児童・生徒の安全に配慮しながら、学校
を地域の情報拠点や活動拠点と位置づ
け、地域のさまざまな行事や保護者の
交流などに活用し、学校と家庭、地域の
結びつきを深めます。

●学校教育に関する情報提供を進めると
ともに、学校開放の日の設定や地域人
材の活用などを進め開かれた学校づく
りに努めます。

●学校教育に関する情報提供を進めると
ともに、授業や部活動などへの地域人
材の積極的な登用を進めます。

●学校評議員制度やPTAとの連携を図り、
地域の力を学校教育に活かす風土の醸
成を進め、地域で学校教育を支える体
制を強化します。

●歴史・文化や自然、施設、人材など、地
域の資源を活用した教育を進めると同
時に、子ども達が地域の課題を考え、ま
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■  施策の体系 
 
 学校教育の充実 
 
　　(1) 教育環境の充実 
　　(2) 教育内容の充実 
　　(3) 指導体制の強化 
　　(4) 昭和教育の推進（家庭・地域と学校との連携） 
　　(5) 高等学校等との連携の促進 



ちづくりに参加できるような学習の機
会を提供します。

●学校給食センターの活動を充実し、食
育や地産地消の推進を図ります。

（５）高等学校等との連携の促進
●特色ある高等学校づくりに向けた取り
組みや地域での異世代交流などに対す
る支援に努めます。

●福祉分野や環境分野などの地域に密着
した教育に対して、情報提供や学習機
会の提供などを図ります。

●大学や高等学校との連携を図り、まち
づくりに関する様々なテーマについて
の学習・啓発の機会を拡充します。

●就学支援のための各種制度の充実を図
り、高等教育を希望する生徒の就学機
会を拡大します。

３．青少年の健全育成の推進

【現況と課題】
近年、青少年を取り巻く社会環境の変化

は、青少年の心身にさまざまな影響を与え

ており、犯罪の低年齢化なども問題となっ

ています。

本町では、青少年育成町民会議が中心

となり、青少年カウンセラーや地区育成会

との連携を図りながら、青少年の問題行動

の防止をめざし、地域ぐるみでの育成活動

を推進しています。

しかし、青少年育成町民会議の構成員

の高齢化が進んでいるほか、都市化の進展

などを背景に、青少年を取り巻く課題は多

様化していることから、青少年育成のため

の体制の強化が期待されています。

また、地域によって活動に格差がみられ

ることから、関係団体の理解と協力を得な

がら、地域ぐるみで青少年の健全な育成環

境の形成に取り組む必要があります。

現在、少年活動については、各地域で行

われる子どもクラブ活動やスポーツ少年団

活動などがみられます。一方、若者の意識

の変化などを背景に、青年活動は組織活

動から個人の趣味や嗜好を中心とした活動

に移行してきています。

そのため、青少年育成町民会議では啓

発活動や各種事業を通じて、青少年活動

の促進に努めています。

今後、イベント企画やボランティアなど多

様な機会を活用して、青少年の参加を呼び

かけるとともに、政策形成にかかわる場へ

の参画機会を拡大し、青少年のまちづくり

への関心を高めるなど、次代を担う若者の

育成に取り組むことが期待されます。

【施策の方針】
家庭や学校、地域との連携による青少年

健全育成の推進体制及び健全育成環境の

形成に努めます。また、青少年活動の活性

化を図ると同時に、まちづくりへの参加を促

進し、次代を担う若者の育成に努めます。
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輝く昭和教育実践の基本理念

歴史と伝統のある「押原教育」の継承と、
新しく輝く「昭和教育」の創造と実践

押原教育
父母や行政といった学校を支える地域の
人々の理解と教育愛に見守られ、育まれ
た、燃える教師たちによる人間教育。

昭和教育
父母・家庭・行政・地域と児童・生徒・学
校とが、よく理解し合い、連携し合って、
1.安全
2.健康
3.学力
4.信頼
5.参加
をキーワード（かぎになる重要な言葉）に、
教育愛に貫かれた、燃える教師たち、児
童・生徒とが一体となって実現していく。
知・徳・体・志の備わった人間教育。

起草2005 平成17年4月1日 同年5月教育委員会協議決定



【施策の展開】
（１）青少年健全育成推進体制の充実
●青少年育成町民会議の活性化を図ると
同時に、子どもクラブやスポーツ少年
団などとの連携を強化します。

●青少年カウンセラーと地区育成会との
連携を図り、青少年健全育成のための
課題発見や課題解決に向けた対応の強
化を図ります。

（２）青少年組織の育成
●子どもクラブやスポーツ少年団などの
活動を促進するとともに、活動内容の
充実などの主体的な取り組みを支援し
ます。

●青少年組織のボランティア活動やスポ
ーツ・文化活動を通じた異世代交流を
促進するほか、まちづくりなどでの参加
機会を拡充します。

（３）健全育成環境の形成
●中央公民館や学校、児童館、PTAなど
と連携し、体験・自然学習や交流などを
通じて、生きる力を育むことのできる
居場所づくりの拡充を図ります。

●子どもへの声かけ運動や巡回パトロー
ルなどを推進すると同時に、警察やボ
ランティアなどの協力を得ながら、非行
や犯罪の発生する危険性の高い場所へ
のパトロールを強化します。

●非行や引きこもりなどの悩みや問題を
抱える青少年に対して、自然体験などの
活動機会を提供すると同時に、専門機
関との連携を図りながら、相談・指導の
ための場や機会の確保に努めます。
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■  施策の体系 
 
 青少年の健全育成の推進 
 
　　(1) 青少年健全育成推進体制の充実 
　　(2) 青少年組織の育成 
　　(3) 健全育成環境の形成 
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１．保健事業の充実

【現況と課題】
本町は総合会館を保健事業の拠点とし

て、疾病の予防や早期発見、早期治療を

めざし、妊産婦から高齢者までライフステ

ージ※14に応じた保健事業を進めています。

住民が心身ともに健康で自立した生活を

送ることができるように支援するため、愛育

会や食生活改善推進員会などの地域組織

と連携した保健事業を展開しています。

母子保健では、子どもの発達段階にあ

わせて乳幼児健康診査や育児相談などを

行ってきていますが、核家族化や女性の社

会進出などにより、育児を取り巻く環境は

著しく変化してきています。そのため、子

どもの健全育成に向けて、子育て支援も

含めた幅広い相談・指導を行っていく必要

があります。

成人・老人保健については、総合健診

やその他のがん検診、健康相談、歯周疾

患予防、機能訓練事業などを実施し、生活

習慣病の早期発見・早期治療とあわせて、

住民の自発的な健康管理意識の高揚に努

めています。

しかし、健康診査の受診者は伸びてい

るものの、受診後のフォローが課題となっ

ています。また、高齢化の進展を踏まえ、

介護予防の強化を図る必要があることか

ら、保健計画の着実な推進により中高齢者

の健康管理意識の高揚に努めながら、健

康寿命の延伸を実現する必要があります。

なお、近年、エイズや重症急性呼吸器症

候群(SARS)、鳥インフルエンザ、結核の増

加など、新興感染症や再興感染症の対策

が課題となっています。本町では、外国人

就労者も少なくないことから、国際化や社

会環境の変化に伴う感染症の動向などを

見据え、関係機関との連携を図り、危機管

理の対応を強化する必要があります。

【施策の方針】
保健と医療・福祉、教育との連携を図り

ながら、自分の健康を自ら管理できる能力

を高め、ライフステージに応じた健康管理

を促進します。また、保健計画の着実な推

進を図り、住民の健康の維持・増進に努め

ます。

【施策の展開】
（１）母子保健の推進
●妊婦健康診査事業や乳幼児健康診査の
充実に努めるとともに、愛育会などの
声かけや見守りにより、健康診査への
受診勧奨や地域の中での母子支援を推
進します。

●健康診査の結果や受診状況などに応じ
て、発達相談などの事後指導の充実に
努めます。

●安産教室や乳幼児相談、その他各種教
室の充実を図るとともに、新生児期の
訪問指導などを拡充し、きめの細かい
相談・指導に努めます。

●学校や地域との連携を図りながら、思
春期ふれあい体験事業などの充実を図

第2章  幸せを支えるまちをめざす 
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■  施策の体系 
 
 保健事業の充実 
 
　　(1) 母子保健の推進 
　　(2) 歯科保健指導の充実 
　　(3) 成人・老人保健の推進 
　　(4) 感染症等の予防対策の充実 
　　(5) 保健指導体制の強化 
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るほか、福祉などとの連携により、障
害や慢性疾患を持つ子どもへの支援策
を検討します。

（２）歯科保健指導の充実
●食育教育などの機会を活用しながら、
乳幼児のむし歯予防対策を進めます。

●成人などに対する歯周病予防のための
相談・指導に努めます。

（３）成人・老人保健の推進
●基本健康診査やがん検診などの内容の
充実に努めるほか、健診結果の一元的
管理などによるきめの細かい相談・指
導を行います。

●個別健康教育や訪問指導などを進め、
対象者の健康状態や生活状況に適した
個別指導を充実します。

●介護保険事業との連携や役割分担を図
りながら、筋力アップ事業やフットケ
ア、低栄養改善事業などの介護予防対
策を強化します。また、これら事業を
通じて、閉じこもり防止などに努めま
す。

●様々な機会を活用し、基本健康診査や
がん検診の受診勧奨に努めると同時に、
精密検査未受診者への指導を強化しま
す。また、職域との連携などにより、事
業所での健康診査や健康教育を促進し
ます。

●健康教育や健康相談の機会などを活用
し、健康な生活習慣に向けた行動変容
を促進します。

（４）感染症等の予防対策の充実
●感染症予防のための予防接種や高齢者
の結核検診の充実に努めると同時に、
受診率の向上など正しい知識の普及・
啓発を進めます。また、医療機関との連
携を図り、未接種者や未受診者への受
診勧奨に努めます。

●関係機関との連携を図りながら、伝染
病やHIVなど、感染症に関する正しい知

識や予防対策の普及・啓発を進めます。
（５）保健指導体制の強化
●指導内容に応じて必要な専門スタッフ
を確保するほか、専門職員の研修機会
を拡充します。

●保健と医療・福祉、教育、地域との連携
を推進し、健康に関する課題の発見に
努めるなど、保健指導体制の強化を図
ります。

●地域で保健活動を実施するための場を
確保すると同時に、施設・設備の充実
を図ります。

２．健康づくりと医療体制の充実

【現況と課題】
本町は「広報しょうわ」やホームページな

ど様々な機会や媒体を活用して、健康づく

りに向けた広報・啓発を進めているほか、

地域の組織の活動とあわせて健康教育を

開催し、日常生活の中で気軽に実践できる

健康づくりの普及に取り組んでいます。

しかし、生活習慣の変化やストレス社会

などを背景に、心と体の健康づくりはます

ます重要な課題となっていることから、社

会教育分野や社会体育分野、産業保健な

どとの連携を図りながら、健康づくりについ

ての意識啓発に取り組む必要があります。

また、住民の健康管理を支援するための

情報蓄積・管理を進めると同時に、住民の

自発的な活動を促すためのリーダーや指導

者の確保などに努める必要があります。

平成17年4月1日現在、町内には病院1施

設、一般診療所19施設、歯科診療所11施設

が設置されているほか、近隣に山梨大学医

学部附属病院が設置されるなど、医療機関

に恵まれた地域となっています。あわせて、

平成16年3月からは、小児救急医療事業が

開始されています。

今後、高齢化の進展に伴い、医療ニーズは

さらに増大することが予想されることから、医療

と保健・福祉との密接な連携を図りながら、地

域医療体制の確立に努める必要があります。
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【施策の方針】
健康づくりのための場の確保や指導者の

育成などを図り、住民の自主的な健康づく

り活動を促進します。また、中巨摩医師会

や中巨摩歯科医師会との連携を図り、地

域医療体制の一層の強化を促進します。

【施策の展開】
（１）健康づくりへの啓発の推進
●愛育会や食生活改善推進員会などとの
連携を図り、健康についての講座やイベ
ントなどを開催し、健康な生活習慣につ
いての普及・啓発活動を推進します。

●生活習慣に関する広報誌の活用やリー
フレットの配布を通じて、健康につい
ての正しい知識の普及に努めます。

（２）心と体の健康づくりの推進
●社会体育分野と連携を強化し、軽スポ
ーツを活用した健康づくりや心の緊張
緩和などの普及を図るほか、住民の自
発的な健康づくりのための運動サーク
ルなどの育成に努めます。

●医療機関の協力を得ながら、思春期や
中高齢期の心の健康やストレス管理に
関する相談・指導体制を強化します。

（３）地域医療体制の強化
●中巨摩医師会や中巨摩歯科医師会との
連携を図り、地域での保健・医療活動を
支えるネットワークづくりを進めます。

●中巨摩医師会の協力を得ながら、病診
連携や保健・医療の連携などを促進し
ます。

●医療と保健・福祉との連携を図りなが
ら、在宅療養などの支援体制を強化し
ます。

（４）食育による健康づくりの推進
●児童館や保育所、学校などでの食育を

■  施策の体系 
 
 健康づくりと医療体制の充実 
 
　　(1) 健康づくりへの啓発の推進 
　　(2) 心と体の健康づくりの推進 
　　(3) 地域医療体制の強化 
　　(4) 食育による健康づくりの推進 



推進し、食を通じた子どもの健全育成
を図ります。

●保健センターを中心とした、栄養指導
や食生活指導など各種食育に関する事
業展開を検討、推進します。

●子どもや高齢者、勤労者、主婦などの
生活実態を把握し、具体的な食育の取
り組みについての啓発・指導を実施し
ます。

●食生活改善推進委員を中心とした、各
地域での食育の推進に関わる各種事業
を実施します。

●地域食材の普及や地域伝統料理の料理
講習会の開催などにより、食文化の継
承に努めます。

１．保育の充実

【現況と課題】
近年、核家族化の進行や女性の社会進

出などにより、保育ニーズは多様化してき

ています。本町には公立保育所はありませ

んが、平成17年4月1日現在、民間保育所が

6箇所設置され、保育ニーズにあわせて、

延長保育や一時保育などを行っています。

平成17年4月1日現在の保育所の入所定

員数は450人ですが、保育希望者は常に定

員を上回る状態であり、転入児童や緊急

性のある児童の受け入れが困難な状況と

なっています。

そのため、民間保育所の協力を得なが

ら保育所の入所定員数の増加を促進する

など、待機者の解消に努めています。

また、平成17年度から、住民参加による

在宅での育児支援の強化を図るため、ファ

ミリーサポート事業を実施しているところ

です。

さらに、町内３箇所の児童館では、小学

校低学年（1～3年）を対象とした留守家庭

児童学級（定員150人）を実施していますが、

働く女性の増加に伴い、希望者は増加して

きています。

そこで、新設された児童センターを含め、

留守家庭児童学級の定員増やファミリーサ

ポート事業の有効活用などを図る必要が

あります。

【施策の方針】
多様な保育ニーズに対応したサービス

の充実を図ると同時に、ファミリーサポー

ト事業の有効活用を進めます。また、利用

者の動向を踏まえながら、私立保育所の

定員数の拡大を促します。

【施策の展開】
（１）保育サービスの充実
●民間事業者の協力を得ながら、保育ニ
ーズに対応できる定員数の確保に努め
るとともに、負担の公平性に配慮した
保育料の適時見直しを行います。

●保育所での延長保育や一時保育、特定
保育などを拡充し、多様な保育ニーズ
への対応を図ります。

●登録したサポーターによるファミリー
サポート事業を推進し、住民相互の支
えあいによる育児を推進します。また、
ファミリーサポート事業を活用し、訪問
による病後児保育などを進めます。

（２）留守家庭児童学級等の充実
●児童館での留守家庭児童学級を充実す
ると同時に、ニーズにあわせて必要な
設備や指導員の確保に努めます。

●保護者や地域住民などの参画を促進し
ながら、留守家庭児童学級やその他児
童館事業の充実を進めます。

●学校との連携を図りながら、児童館に
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■  施策の体系 
 
 保育の充実 
 
　　(1) 保育サービスの充実 
　　(2) 留守家庭児童学級等の充実 

第2節 
次代を担う子育ての支援 
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おいて、小学生と中学生、高校生など
の異世代交流を図ります。

●NPO法人との連携を図り、障害児放課
後支援事業や一時預かり事業を推進し
ます。

２．子育て支援体制の充実

【現況と課題】
子育ての責任は家庭が担うことが基本で

すが、家庭や地域における子育て機能が

低下し、子育てに対する不安や負担感の増

大、さらには児童虐待などが問題となって

います。

本町では、平成16年度に昭和町次世代

育成支援地域行動計画を策定し、住民ニ

ーズに応じた総合的な子育て支援施策を

推進しています。

現在、いきいき健康課では、保育をはじ

め、子育てにかかわる様々な悩みや不安に

対して随時、相談・指導を行っています。

しかし、子育てニーズは多様化している

ことから、子育てに関する様々な支援を行

う拠点の確保を計画しています。

また、児童館では留守家庭児童学級を

行っていますが、留守家庭児童学級以外の

小学校児童の利用や中学生などの居場所

としての活用が期待されています。そのた

め、子育て支援の拠点として、児童センタ

ーでの事業を展開します。

さらに、児童虐待の防止は大きな課題と

なっていることから、関係機関との連携を

図りながら、要保護児童対策協議会の構築

を進めています。

【施策の方針】
昭和町次世代育成支援地域行動計画の

着実な推進を図るとともに、庁内関係部署

や関係機関との連携を強化し、総合的な

子育て支援体制の構築をめざします。

■  施策の体系 
 
 子育て支援体制の充実 
 
　　(1) 子育て支援ネットワークの充実 
　　(2) 子育て意識の普及・啓発 
　　(3) 子育てしやすい地域環境の整備 



【施策の展開】
（１）子育て支援ネットワークの充実
●保健・医療や福祉、教育などの関係機
関とのネットワークを強化し、子育て
支援のための課題解決や情報交換に努
めます。

●要保護児童対策協議会の活動を強化し、
児童虐待の発生予防や早期発見・早期
対応、事後フォローなどの総合的な対
策を推進します。

（２）子育て意識の普及・啓発
●児童館や保育所、学校との連携を図り、
中学生や高校生を対象とした体験活動
を拡充するなど、次代の親となる世代
への啓発活動を推進します。

●子育て中の親を対象とした育児サーク
ルなどの活動を支援し、子育てに関す
る自発的な学習や情報交換の拡充に努
めます。

●子育てにかかわる住民組織の活動を支
援するほか、ボランティアの協力を得
ながら、外国人の子育てサークルの組
織化に努めます。

（３）子育てしやすい地域環境の整備
●児童館施設・設備の充実を図り、子育
てに関する相談や情報提供、親子の交
流機会の確保など、子育て支援の総合
的な拠点を確保します。

●児童館や小学校を活用するほか、公園
整備、公園遊具の計画的な修繕・整備
に努めるなど、子どもの安全な遊び場
を提供します。

●防犯パトロールや防犯に関する情報提
供を充実し、安全に遊び、学ぶことの
できる環境づくりを進めます。

１．高齢者福祉の推進

【現況と課題】
平成17年10月1日末現在、本町の高齢化

率は13.0％で、転入者の増加により、県や

国に比べて、緩やかな伸びとなっています。

しかし、本町においても、高齢化は着実

に進んでいることから、将来の団塊の世代

が65歳以上になる平成27年を見据え、平

成17年度に昭和町高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画の改訂を進めています。

今後、住民相互の支えあいなども促しなが

ら、高齢社会に対応できるまちづくりに取り

組む必要があります。

介護サービスについては、昭和町高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画に基づ

き、社会福祉協議会やその他民間の介護

保険事業者による円滑なサービス提供を促

進しています。

ただし、介護保険制度の浸透に伴い、要

介護・要支援認定者は年々伸びており、介

護サービスの利用状況は増加しています。

そのため、介護サービスの効果的な利用を

促し、介護予防対策や重度化防止対策な

どを強化し、介護保険財政の肥大化を抑

制する必要があります。

現在、社会福祉協議会が町内4地区にお

いて「いきいき・ふれあいサロン」を実施し、

閉じこもりの防止や介護予防に努めていま

すが、今後、介護保険制度の一環として、

介護予防事業を推進する必要があります。

今後、介護サービスの計画的な拡充とあ

わせて、地域住民の支えあい活動の促進

や高齢期の暮らし方などに対する意識啓発

なども求められます。

本町は、いきがいクラブ活動や公民館で

の活動の支援などを通じて、高齢者の自主

的・創造的な余暇活動の機会の提供に努

めています。特に、いきがいクラブは「いき

前
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がい大学」のほか、12地区のいきがいクラ

ブにおいて自主的な活動を行っています。

また、（社）中巨摩シルバー人材センター

は高齢者の生きがい就労の機会を提供す

るなど、活力ある高齢社会の構築を図って

います。

今後、これらの活動を通じて、高齢者相

互の交流や異世代交流の促進を図り、孤独

感の解消などに努めることも求められます。

【施策の方針】
高齢期の過ごし方などについての啓発活

動を強化するとともに、認知症対策を含めた

介護サービスの充実を図ります。また、介護

予防対策を強化し、日常生活での自立の維

持に努めます。さらに、いきがいクラブ活動

などを支援するとともに、高齢者の豊かな知

識や経験を生かしながら、地域での多様な

生きがい活動の機会を拡充します。

【施策の展開】
（１）高齢社会に向けたしくみづくり
●高齢期の健康づくりや介護予防を考え
る学習機会、広報活動を充実し、健や
かな長寿時代を送るための意識啓発を
強化します。

●地域での見守り活動や声かけ運動など
を促進し、身近なコミュニティでの支
えあいのしくみづくりを進めます。

●老人福祉センターなどの有効活用を図
るとともに、安全面や利用者ニーズな
どを踏まえて、必要な設備の改善・整
備に努めます。

（２）介護予防・認知症対策の強化
●地域包括支援センターの整備や地域支
援事業などを推進し、地域での介護予
防事業の推進を図ります。

●社会福祉協議会などとの連携を図りな
がら、外出支援サービスや配食サービス
などの生活支援サービスを推進します。

●徘徊探知機器の無償貸与を検討するほ
か、認知症対応型グループホームの確保
を進め、認知症対策の充実を図ります。

●地域包括支援センターや在宅介護支援
センターなどを活用しながら、介護予
防や認知症に対する相談機能を強化し
ます。

（３）介護サービスの充実
●介護保険事業計画の着実な推進を図り、
居宅サービスや施設サービスの質、量
の確保に努めます。

●介護保険サービスの適切な利用を促し、
身体機能の維持や重度化の防止に努め
ます。

●県などとの連携を図り、民間の介護サ
ービス事業者への適切な指導を行いな
がら、良質な介護サービスの確保に努
めます。

（４）生きがい対策の推進
●趣味活動やレクリエーションなどの多
様な活動を支援し、魅力あるいきがい

■  施策の体系 
 
 高齢者福祉の推進 
 
　　(1) 高齢社会に向けたしくみづくり 
　　(2) 介護予防・認知症対策の強化 
　　(3) 介護サービスの充実 
　　(4) 生きがい対策の推進 

高齢化の推移 

65歳以上人口 

高齢化率 

総人口 

平成8年 

1,548 

11.08 

13,968

平成9年 

1,624 

11.32 

14,339

平成10年 

1,670 

11.38 

14,671

平成11年 

1,750 

11.81 

14,806

平成12年 

1,819 

11.40 

15,946

平成13年 

1,895 

11.54 

16,410

平成14年 

1,969 

11.96 

16,462

平成15年 

2,074 

12.40 

16,720

平成16年 

2,142 

12.60 

16,995

平成17年 

2,237 

12.94 

17,281

※平成8～11年は外国人を除く　資料：福祉介護課 

（3月31日現在） 



クラブづくりを促進します。
●生涯学習分野などとの連携を図りなが
ら、学習・文化活動や趣味活動などで
の高齢者の自主的なサークル活動を支
援します。

●中巨摩東部シルバー人材センターの活
動を支援し、高齢者のための多様な就
労機会の創出に努めます。

●環境保全や学習・文化、子育て支援な
どの分野での高齢者のボランティア活
動を促進するとともに、ボランティア活
動を通じた異世代交流の機会を拡充し
ます。

●ウォーキングや軽スポーツなど、高齢
者の体力や健康状態に応じた多様なス
ポーツ・レクリエーションの機会の拡
充に努めます。

２．障害者（児）福祉の充実

【現況と課題】
本町での障害者に対する福祉サービス

については、平成14年度から精神障害者

居宅生活支援事業を実施し、精神障害者

に対する在宅サービスや相談を行ってい

ます。

平成15年度からは支援費制度が導入さ

れ、行政がサービスの受け手を特定し、サ

ービス内容を決定する措置制度から、利

用者の自己決定を基本とした支援費制度

へと改められています。

平成18年度からは、障害のある人が自

立した生活を営むことができるように必要

な支援を行うとともに、障害の有無にかか

わらず安心して地域で暮らすことのできる

社会を実現することを目的とした障害者自

立支援法が施行されます。

本町では、町独自の身体障害者相談員

の配置やNPO法人への相談事業の委託な

どを行っているほか、障害者福祉会などの

当事者団体の活動を支援し、障害者の視

点にたった生活援助に努めています。また、

居宅サービスの充実が課題となっているほ

か、入所施設の確保や退所後の受け皿づ

くりを進める必要があります。

障害者の社会参加では、障害者授産施

設や心身障害者小規模作業所において、

就労を通じた参加・交流を促進している

ほか、障害者スポーツ交流会や障害者社

会見学バス事業などを行っています。今後、

障害者の社会参加を促進するため、民間

事業者の理解を得ながら就労の機会の拡

大を図るとともに、地域での交流機会を拡

大し、障害の理解につなげることなども望

まれます。

【施策の方針】
居宅・施設サービスの充実に努めるとと

もに、居宅サービスの効果的な利用を促

進します。また、地域での参加・交流を促

進し、障害の有無にかかわらず、地域でと

もに暮らすことのできる環境づくりをめざ

します。

【施策の展開】
（１）居宅サービスの充実
●障害者福祉計画を策定し、在宅の障害
のある人に対してホームヘルプサービ
スやデイサービス、補装具の給付など
の計画的な整備・充実を図ります。

●身体障害者・知的障害者相談員、民生
委員・児童委員との連携を図りながら、
ニーズの把握や情報提供、相談・指導
を充実します。また、必要に応じて、ケ
アマネジメント※15へつなげるなど適切
なサービス提供のためのしくみを強化
します。

●居宅サービスやその他関連制度に関す
る情報提供を進めるとともに、地域で
の相談窓口の周知に努めます。
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■  施策の体系 
 
 障害者（児）福祉の充実 
 
　　(1) 居宅サービスの充実 
　　(2) 施設の整備 
　　(3) 自立と参加の促進 
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●福祉と保健・医療との連携を図りなが
ら在宅精神障害者への相談・指導を充
実するとともに、ホームヘルプサービ
スなどの居宅生活支援事業の拡充に努
めます。

●保健センターにおいて、子どもの発達
や成長面での不安・悩みについての相
談に応じるほか、甲府保健所との連携
により、難病患者への相談・指導の充
実などに努めます。

●保健施策との連携を図りながら、障害
の原因となる疾病予防に努めるほか、
生活支援のための相談・援助の充実を
図ります。

（２）施設の整備
●広域的な調整と連携を図りながら、自
立訓練や就労移行支援など、障害のあ
る人を地域生活に移行させるための施
設整備を働きかけます。

●障害者授産施設や心身障害者小規模作
業所などへの支援を行うと同時に、利
用者の動向を見据えながら、必要な設
備などの充実を支援します。

（３）自立と参加の促進
●障害者福祉会や心身障害児者父母の会
など当事者団体の活動を支援し、障害
のある人の社会参加を促進します。

●文化活動やスポーツ・レクリエーショ
ンを通して、地域における参加・交流を
促進します。また、参加・交流の機会を
活用し、住民の障害に対する理解を促
します。

●ボランティアや当事者団体との連携を
図りながら、地域での交流機会の創出
に努めます。

●障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）に基づき、広報・
啓発活動を強化しながら障害者の雇用
を促進し、障害のある人の自立を支援
します。

１．あたたかな福祉風土の醸成

【現況と課題】
地域での支えあいは孤立感の解消や安心

感の創出など、住民の暮らしにとって大きな役

第4節 
安定した暮らしの確保 



割を果たしています。現在、本町では、13のボ

ランティア団体が活動し、子育て支援や手話

講座をはじめ、「ふれあいランチ」や「スポーツ

ふれあいサロン」、「いきいき・ふれあいサロン」

などの社会福祉協議会事業へ積極的に協力

しています。

社会福祉協議会は地域福祉の推進役とし

て、「いきいき・ふれあいサロン」などの事業を活

用し、住民の自主的なボランティア活動の拡大

に努めているほか、ボランティア交流会や先進

地視察などを行い、ボランティア団体相互の連

携や学習機会の提供に努めているところです。

しかし、一部ではボランティアの高齢化もみ

られることから、ボランティアの体験機会などを

拡充しながら、新たなボランティアの育成・確

保を図る必要があります。

地域で安心して生活できる環境づくりを進める

ためには、小地域での支えあい活動やボラン

ティア活動の輪をさらに拡大していくことが期

待されます。

そこで、社会福祉協議会の活動を支援し、

学校や地域での福祉教育の推進に努めると

ともに、小地域を単位とした組織的な福祉活

動を促進する必要があります。

さらに、社会福祉協議会や民生委員・児童

委員協議会、ボランティア、行政との連携を図

り、生活支援ニーズの把握からサービス提供

までのしくみを強化するなど、地域福祉のため

の条件整備を進めることなどが期待されます。

【施策の方針】
社会福祉協議会や民生委員・児童委員

協議会との連携を図りながら、福祉意識の

普及・啓発に努めるとともに、地域福祉を

進める体制づくりに努めます。また、だれ

もが気軽にボランティア活動に参加できる

条件整備を進めます。

【施策の展開】
（１）福祉のまちづくりの推進
●異世代交流や障害のある人との交流機
会を拡充し、支えあい意識の醸成やノ
ーマライゼーション理念の普及に努め
ます。

●民生委員・児童委員の活動を促進し、
地域での相談・指導体制の充実に努め
ます。

●山梨県障害者幸住条例に基づき、公共
施設などのバリアフリー化を進めると
ともに、新たな公共施設や公園整備に
当たっては、ユニバーサルデザイン※16

の導入に努めます。

（２）地域ケアサポート体制の強化
●住民の参加と協働を図りながら、地域
福祉計画の推進に努めます。また、進
捗状況を定期的に評価し、必要な改善
を行うしくみを構築します。

●住民やボランティア団体、NPO法人、
民生委員・児童委員協議会、社会福祉
協議会、当事者団体などとの連携を強
化し、福祉ニーズの発見からサービス
提供までを総合的に支えるネットワー
クを構築します。

●保健、医療、福祉、教育、その他生活関
連分野の連携を図りながら、情報の共
有化や迅速なサービス提供に努めます。

●地域ケア会議などを活用しながら、福
祉サービスのニーズを有する人への適
切なサービス提供を図るほか、生活状
況に配慮した総合的な支援体制づくり
に努めます。

（３）ボランティア活動の促進
●健康づくりや生きがいづくりなどを支
えるボランティアの確保に努めると同
時に、外国人にも配慮したボランティ
ア育成のための研修や体験活動の機会
を充実します。

●社会福祉協議会や福祉施設などとの連
携を図りながら、学校や地域での福祉
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■  施策の体系 
 
 あたたかな福祉風土の醸成 
 
　　(1) 福祉のまちづくりの推進 
　　(2) 地域ケアサポート体制の強化 
　　(3) ボランティア活動の促進 
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教育を進めると同時に、ボランティア
活動を通じて子どもの頃から福祉の心
を育む機会を拡充します。

●ボランティアの組織化を支援するとと
もに、ボランティア活動の助言相談、調
整などを行う指導者の育成に努めます。

●研修会の開催や広報誌の発行により、
ボランティア活動についての情報提供
や福祉についての啓発活動に努めます。

２．生活福祉と社会保障の推進

【現況と課題】
本町の母子世帯数は、近年の結婚・家族

についての価値観の変化などを背景に増

加しています。父子世帯については、保育

所の入所時や小学校への就学時などの機

会を活用して把握に努めていますが、的確

な把握は難しい状況です。

本町は、母子家庭に対して、制度などの

相談を随時実施していますが、対象世帯が

増加していることから、今後、民生委員・児

童委員との連携により、自立に向けた相

談・指導を一層強化する必要があります。

介護保険制度では、介護サービスのニー

ズが増加していることから、介護保険財政

の安定化が課題となります。そこで、介護

予防や要介護状態の重度化の防止、保険

料の適正徴収に努め、負担と給付のバラン

スに留意しながら、介護保険事業の効率的

な運営を進める必要があります。

国民健康保険制度については、高齢化

に伴う老人医療費が増加し、医療費の適正

化が課題となってきています。そのため、

診療報酬明細書の点検や滞納対策を進め

てきていますが、今後も国民健康保険制度

の財政基盤の安定化に向けた対策を強化

する必要があります。

国民年金制度は老後を支える大きな柱

ですが、厳しい経済状況や若者の将来的

な年金給付への不安などにより、年金保険

料の未納対策が課題となっています。その

ため、本町は役場内の関係窓口をはじめ、

様々な機会を活用し、制度の周知に努めて

います。

今後も、関係機関との連携を図りながら、

将来の無年金者の防止に向けて、国民年

金制度についての理解を深める必要があ

ります。

低所得者福祉では、長引く景気低迷など

を背景に、生活保護受給者数は増加傾向

にあり、一度受給すると自立更生までにか

なりの期間を要しているのが現状です。そ

のため、民生委員・児童委員をはじめ関係

機関との連携を図りながら、自立に向けた

生活・就労指導の強化や関連施設の有効

活用に努める必要があります。

【施策の方針】
ひとり親家庭の精神的不安の解消を図

るとともに、生活の安定化に向けた指導・

相談の充実に努めます。また、介護保険制

度の効率的な運営と保険料の適正徴収に

努め、円滑な制度の運営を進めます。さら

に、医療費の適正化を促進し、老人保健

医療制度や国民健康保険財政の健全化を

図るほか、低所得世帯の自立更生を促進

します。

【施策の展開】
（１）ひとり親家庭福祉の充実
●民生委員・児童委員や自治会などの連
携を図りながら、ひとり親家庭の実態
把握に努めます。

●民生委員・児童委員などによる相談・
指導を充実し、ひとり親家庭の日常生
活での心配事や精神的不安の解消に努
めます。

●母子寡婦福祉会の活動を支援し、ひと

■  施策の体系 
 
 生活福祉と社会保障の推進 
 
　　(1) ひとり親家庭福祉の充実 
　　(2) 低所得者福祉の推進 
　　(3) 介護保険制度の推進 
　　(4) 国民健康保険制度等の推進 
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り親家庭の相互交流などを通じて、自
立を促進します。

●ひとり親家庭への医療費や保育料など
の負担軽減を図り、自立のための生活
支援に努めます。

（２）低所得者福祉の推進
●民生委員・児童委員や関係機関との連
携を図り、援護ニーズの把握や各種制
度の有効活用を進めます。

●生活指導や就労指導の充実を図り、生
活の自立に向けた活動を支援します。

●既存の福祉施策の有効活用などにより、
経済的に困窮している家庭での子育て
などを支援します。

（３）介護保険制度の推進
●介護予防事業を推進するほか、保険料
負担のあり方についての広報・啓発活
動を強化し、介護保険財政の健全な運

営に努めます。
●関係機関との連携により、介護保険制
度やサービスについての相談・情報提
供の充実を図るとともに、相談や苦情
への適切な対応に努めます。

（４）国民健康保険制度等の推進
●各種健康診査・健康指導などを行い、
疾病の早期発見・予防に努めるととも
に、適正な受診と健康管理意識の高揚
を促し、医療費の適正化を促します。

●国民健康保険制度や老人保健医療制度
についての広報・啓発活動を推進し、
納付意識の向上を図るとともに、口座
振替の促進や窓口での納付相談など、
納付しやすい条件整備を進めます。

●国民年金制度については広報・啓発活
動への積極的な協力や関連窓口での情
報提供などにより、未加入者の防止に
努めます。
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１．商業の振興

【現況と課題】
本町は交通立地に恵まれていることなど

から、大規模商業施設やコンビニエンスス

トア、外食産業の出店が続いています。平

成16年の商業統計調査では、事業所数は

368施設、従業者数は3,119人、卸売業を含

む年間販売額は約1,113億円に達し、小売

業の年間販売額では県内4位となるなど、

小売商圏としてのポテンシャル※17が高い地

域となっています。

また、情報関連サービスや企業の増加を

はじめ、外食産業や住宅・設備関連サービ

スなど様々な生活関連サービスが発展して

きています。

町では昭和町商工会を中心に、中小事

業者に対する経営指導や支援制度の紹介、

その他各種講習会などを行っています。ま

た、昭和・田富玉穂商工会青年部は産業の

枠を超えた企業の参加を募り、インターネ

ットビジネスなどについての研究活動を進

めています。

しかし、大規模商業施設の進出や競争

の激化を背景に、中小事業者の経営環境

は厳しさを増すことから、土地区画整理事

業などにあわせて、魅力的な賑わいの場と

して商業・サービス街区の形成を図りなが

ら、地元事業者の商業活動の機会を拡充

することなどが期待されています。

さらに、商工会やその他関係機関との連

携を強化し、中小企業者の組織化や経営

革新への取り組みを支援することなども必

要となります。

【施策の方針】
商工会との連携を図りながら、商業活動

の活発化を促すとともに、土地区画整理事

業などを活用しながら、大規模小売店と中

小事業者がともに活躍することのできる商

業街区の形成をめざします。

【施策の展開】
（１）商業の振興
●商工会との連携による経営指導や経営
講習会などにより、商業者やサービス
事業者の経営の改善や経営近代化の促
進に努めます。

●国、県などの融資制度や各種資金制度
の周知や有効活用を促進し、経営の安
定や店舗の魅力化を支援します。

●商工会との連携を図りながら、インタ
ーネットを活用した販売活動の支援を

第3章  活気のあふれるまちをめざす 

第１節 
活力ある商工業の振興 

■  施策の体系 
 
 商業の振興 
 
　　(1) 商業の振興 
　　(2) 商業基盤の整備 

商業の推移 

販売額 

店舗数 

従業員数 

平成9年 

10,070,554 

274 

2,242

平成11年 

10,760,454 

321 

2,774

平成14年 

10,557,887 

355 

3,022

平成16年 

11,082,230 

367 

3,115

注－商業統計該当年のみ 　※ただし平成11年のみ7/1現在　資料：商業統計資料 

（6月1日現在）  



進めるほか、広域的な連携によるイン
ターネット上での仮想商店街の構築な
どを検討します。

（２）商業基盤の整備
●民間事業者や商工会などとの連携を図
り、土地区画整理事業とあわせて、地域
の商業活動の活性化を促すことのでき
る商業街区の形成に努めます。

●沿道商業機能が集積している街区につ
いては、駐車場やゴミ処理の共同化、バ
リアフリー化を促すなど、快適で機能的
な街区の形成に努めます。

●既存の工業専用地区において商業施設
の立地が望ましいと判断される場合は、
周辺環境との調和を考慮した上、用途
の見直しを図り商業機能の集積を誘導
します。

２．工業の振興

【現況と課題】
本町の工業は県内最大規模の国母工業

団地をはじめ釜無工業団地が中心になり、

電子部品や半導体デバイス、機械部品製造

業などを中心とした先端技術産業が立地し

ています。

近年の製造業は、グローバル化の進展の中

で東アジア地域の急激な追い上げなど厳しい

状況にあり、製造品出荷額（工業統計調査）

も減少傾向にありました。しかし、最近では、

堅調な輸出状況や国内の経済成長による需

要の拡大もあり、平成16年の製造品出荷額は

1,800億円程度まで伸びてきています。

また、昭和町商工会との連携を図り、経

営・技術等の診断や経営アドバイザーによる

経営相談、資格取得講習会などの各種講習

会を実施し、中小事業者の経営力の向上に

努めています。

現在、中小製造企業を取り巻く環境は、大

企業を中心とした生産拠点の海外シフト、下

請企業の再編成、東アジア地域の台頭など

厳しい状況にあります。

このような状況の中で、これまで培ってきた企

業の強みを活かしながら、企業間の連携によ

る付加価値の向上を図るともに、新製品の開

発や新事業の開拓などが求められています。

そのため、商工会では、インターネット上の仮

想工業団地「昭和町ファクトリー」を立ち上げ、

企業間取引などを支援しているところです。

今後、電子商取引の積極的な導入や共

同受注グループの構築など、中小企業の自

助努力を積極的に支援していくことが課題と

なります。

さらに、県などとの連携を図りながら、工業

団地内の一部の企業転出への対応を含め、

引き続き先端技術産業の集積地としての環境

整備に努めることが求められます。

【施策の方針】
商工会との連携を図り、既存の中小企業の

育成や企業間の連携を促進するとともに、優

良企業の誘致を進めます。

【施策の展開】
（１）中小企業の育成
●県商工指導団体や山梨県工業技術セン
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■  施策の体系 
 
 工業の振興 
 
　　(1) 中小企業の育成 
　　(2) 企業誘致の促進 

工業の推移 

出荷額（円） 

事業所数 

従業員数 

平成8年 

41,984,936 

73 

8,945

平成9年 

42,917,093 

79 

8,835

平成10年 

37,615,181 

84 

8,992

平成11年 

41,376,504 

79 

8,642

平成12年 

45,232,483 

88 

9,048

平成13年 

30,855,409 

80 

8,809

平成14年 

29,648,964 

74 

8,405

平成15年 

30,387,718 

72 

7,745

平成16年 

34,750,234 

69 

7,324

注－工業統計該当年のみ　資料：工業統計資料  

（12月31日現在） 
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ターなどの協力を得ながら、新技術や時
代に即した経営改善などについての研
究・研修機会を拡充します。

●商工会などとの連携を図りながら、広域
的な視点での異業種交流の機会を拡充
します。

●国、県などの融資制度やその他各種資金
制度についての情報提供や有効活用を促
進し、経営の安定化や設備の近代化を支
援します。

●「ファクトリー甲斐の国」や「昭和町ファク
トリー」などの活用を促進し、インターネ
ットによる企業間取引の拡大を図ります。

（２）企業誘致の促進
●県や関係機関と連携し、工業団地の優れ
た立地環境などの情報提供や広報活動
を強化するなど、工業団地内の企業が転
出した際の企業誘致対策を進めます。

●先端技術産業の集積地にふさわしい企
業を誘致するため、税制上の優遇措置な
どを検討します。

●企業立地に伴う関連道路などの周辺環
境対策を強化し、企業が進出しやすい条
件整備に努めます。

１．農業基盤の整備

【現況と課題】
本町の耕地面積は252haで、これまで県

営ほ場整備事業などにより基盤整備を進め

てきています。しかし、農業従事者の減少

や産業としての農業の位置づけの変化など

を背景に、農業のあり方は変化しています。

そこで、農地のもつ多面的機能を活かし、

自然環境に配慮した地域環境整備事業に

より、かんがい排水施設整備を中心に、農

道整備や公園整備を進めています。

本町では、都市化の進展に伴い、優良農

地を含む土地利用の転換を求める意向も

少なくありません。そのため、生産性の高

い集団農地の維持・確保に向けて、農用地

利用集積計画を推進しています。

本町の農家数は400世帯ですが専業農家

数は45戸にとどまっており、新規就農者もあ

まりみられないことから、農業従事者の高

齢化が進んでいます。今後、農業の担い手

の高齢化や農業後継者の不足といった要

第2節 
持続する都市近郊型農業の展開 

釜無工業団地 国母工業団地



因から、遊休農地の増加が懸念されます。

今後、地域ぐるみの組織化を進めながら、

農作業受委託の促進や農作業の省力化を

進めるとともに、認定農業者制度の推進及

び農用地利用集積を通し担い手となる経

営体の育成を図る必要があります。

また、退職後の農業経営の継承も考えな

がら、中巨摩東部農協や峡中農業改良普

及センターなどの関係機関や中核農家によ

る指導体制の強化が求められます。

さらに、企業、NPO法人などへの農地貸

付けを含め、新しい経営の創出を検討する

ことも課題となります。

【施策の方針】
これからの農業についての長期的な展

望を踏まえ、農地の多面的機能を考慮した、

農業基盤整備を図ります。また、農作業受

委託の促進や農用地利用の集積を図り、

生産の合理化や担い手の育成を進めます。

【施策の展開】
（１）農業基盤の整備
●県営地域環境整備事業を促進し、農道
やかんがい排水施設などの整備を進め
ます。

●都市的土地利用との調整を図りながら、
農業振興を図るべき集団的な農用地の
保全に努めます。

●老朽化している農道・水路の改良を進
め、農業生産基盤の維持を図ります。

●消費者の意識や農家の意識・営農状況、

土地条件など農業に関する現状を踏ま
え、地域の特性を考えた農業振興方針
を確立します。

（２）生産の合理化と担い手の育成
●農業経営の効率化のため農作業受委託
の促進を図ると同時に、機械化による
省力化技術の導入などを支援します。

●認定農業者による農用地の利活用を促
進するため、地域の農業集団組織の確
立・育成を推進します。

●認定農業者の生産技術や経営力などを
活かした農業者の指導・育成体制を構
築し、退職後の農業経営や新規営農希
望者を支援します。

●農業協同組合などとの連携を強化し、
農業の担い手育成の強化や、認定農業
者制度の普及促進を図ります。

２．都市近郊型農業の推進

【現況と課題】
平成15年の農業産出額は5億5千万円で、

施設野菜及び露地野菜を中心に収益性の

高い都市近郊型農業が展開されています。

また、食の安全性を求める消費者ニーズを

踏まえて、れんげの種の配布による緑肥での

土づくりや中巨摩東部農協の「甲斐のこだわ

り環境農産物」の認証機関化など、環境に配

慮した農業に努めることにより、市場での優位

性の確保を図っています。加えて、地産地消

の促進に向けて、中巨摩東部農協昭和支所

直売所の経営や学校給食への地元産米の

供給などを進めています。

今後、関係機関と連携を深め、農業研究

会連絡協議会や畜産公害改善研究会、農

協野菜部会などへの支援を通して、特産品
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農家数の推移 

総数 

専業農家 

兼業農家 

平成7年 

470 

75 

395

平成12年 

416 

48 

368

平成17年 

400 

45 

355

資料：産業課 

■  施策の体系 
 
 農業基盤の整備 
 
　　(1) 農業基盤の整備 
　　(2) 生産の合理化と担い手の育成 
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の振興を図ると同時に、環境にやさしい農業

展開を推進することが期待されます。

さらに、認証制度やトレーサビリティ※18によ

るブランドイメージの向上やインターネット活用、

直売所の確保など、流通チャネルの拡大が課

題となるほか、地産地消活動などにより地元

での消費拡大などに努めることが望まれます。

【施策の方針】
特産品の振興や地産地消への取り組みを

強化し、地域と連携した農業の育成をめざし

ます。また、認証制度やトレーサビリティなどに

より、消費者ニーズに応える環境保全型農業

の展開を図ります。

【施策の展開】
（１）地域と連携した農業の育成
●水田転作に伴う重点作物の生産奨励を
図るとともに、特産野菜の確立や産地直

送による新たな販路の拡大に努めます。
●ホームページなどを活用しながら、中巨
摩東部農業協同組合の直売所のPRを推
進し、消費拡大を図るとともに、学校給
食への地元農産物の導入拡大を促進し
ます。

●商業サービス街区の形成とあわせて、農
産物直売所などの設置を検討します。

●園芸講座「一坪農園」やハーブ教室、遊
休農地を利用した野菜づくり教室、どろ
んこまつりなどにより、農業体験や交流
の促進を図ります。

●生産者と消費者が近接する都市農業の
振興を図るため、農業に関連するイベン
トや農業者と消費者が交流できる機会
の確保に努めます。

●市場情報を的確に把握するとともに、中
巨摩東部農業協同組合との連携によるト
レーサビリティ・システムの確立により、
安全で安心できる地元農産物の流通に
努めます。

（２）環境保全型農業の振興
●農業が自然循環機能の維持・保全に果た

■  施策の体系 
 
 都市近郊型農業の推進 
 
　　(1) 地域と連携した農業の育成 
　　(2) 環境保全型農業の振興 



す役割や意義などについて、広報・啓発
活動を推進します。

●地域との連携による農地保全のあり方
など、農業の多面的機能の活用や環境
との調和の方法などを検討します。

●給食センターや家庭などの生ゴミの堆
肥化やその活用を進め、有機物導入に
よる土づくりを推進します。

●レンゲ種の配布により水田の土づくり
の推進を図るとともに、美しいほ場景観
の形成に役立てます。

１．雇用・労働対策の推進

【現況と課題】
厳しい経済状況を踏まえて、県は平成16

年度まで山梨県緊急地域雇用創出特別基

金を設置し、地域の実情に応じた雇用・就

業機会の創出に努めてきました。最近の雇

用情勢については厳しさが残るものの、県の

有効求人倍率は平成13年の0.87から平成16

年には1.06とやや改善傾向にあります。ただ

し、産業分野による格差がみられるほか、高

齢者などでの失業率が高いなど、不安要因

も少なくありません。

本町では、甲府公共職業安定所（ハロー

ワーク甲府）や（社）中巨摩東部シルバー人

材センター、「ジョブカフェやまなし」などの協

力を得ながら、雇用・就業についての情報提

供などを行っています。今後とも、関係機関

と連携を強化しながら、情報提供や相談・

指導機会の充実に努める必要があります。

急速な技術革新や企業経営の効率化な

どを背景に、労働者に求められる職業能力

も急速に変化しています。そのため、本町で

は県就業支援センターや職業訓練学校など

との連携を図り、雇用・就業についての情報

提供に努めています。

勤労者福祉については、町と中央労働金

庫が提携し、勤労者にマイホーム資金を低

利で融資する昭和町マイホームローン制度を

はじめ、中巨摩地区広域事務組合勤労青年

センターや町内スポーツ施設などの利用促

進を通じて支援しています。

今後、関係機関との連携を図りながら、雇

用・就業機会の確保に努めるほか、労働環

境の向上により、安定した暮らしの確保を支

援することが求められます。

【施策の方針】
関係機関との連携により、雇用・就業に関

する情報提供や技術・技能の習得機会の拡

大に努めるほか、事業者への法制度の周知

などを通じて、労働環境の向上を促します。

【施策の展開】
（１）人材の確保・育成
●商工会などの協力を得ながら、「ファク
トリー甲斐の国」や「昭和町ファクトリ
ー」のホームページを活用した求人情
報の提供を図ります。

●企業や学校などとの連携を図りながら、
就職相談やインターシップ制度などの
機会を拡充します。

●中巨摩東部シルバー人材センターとの
連携を図り、高齢者の就業ニーズに応
じた事業の拡大に努めます。

（２）勤労者福祉の充実
●国や県との連携を図り、雇用や就業条
件などに関する相談体制の充実を図り
ます。

●勤労者住宅融資要綱による住宅建築資
金の支援を継続します。

●関係機関と連携し、男女雇用機会均等
法や育児休業法、障害者雇用促進法な
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■  施策の体系 
 
 雇用・労働対策の推進 
 
　　(1) 人材の確保・育成 
　　(2) 勤労者福祉の充実 

第3節 
可能性を高める雇用・起業の支援 



どの周知を図ります。
●関係機関と連携し、パート・アルバイト
や外国人就業者などの就労条件の周知
を図り、不当な扱いや不利益の防止に
努めます。

２．起業の支援

【現況と課題】
産業社会が成熟期を迎えつつある中で、

消費者の潜在的需要を掘り起こし、新しい

需要と雇用を創出する取り組みが求めら

れています。このような産業はサービス業

を中心に広がっており、福祉や環境など地

域に密着した事業の創出がめだちます。

本町では小規模企業者小口資金融資促

進条例などを活用した支援を行っている

ほか、県や財団法人やまなし産業支援機

構では、新規開業や独立創業、新分野へ

の進出など、様々な支援を行っています。

また、県では高度技能活用雇用安定地

域として、甲府地域高度技能活用雇用安定

計画を策定し、本町を含む地域において、

高度技能等を活用した新事業展開による

雇用創出や人材育成などの促進に努めて

います。

さらに、現在、町内では、障害児の生活

支援や高齢者への福祉サービス、IT技術

習得支援などの分野で、NPO法人による

活動が展開され、まちづくりにおける課題

解決の一翼を担っています。

今後、関係機関との連携を図り、起業・創

業に関する相談・指導や研修機会の提供に

努め、地域課題の解決やコミュニティの活性

化につなげることなどが期待されます。

【施策の方針】
関連する制度や施策の有効活用を促進

し、住民による起業・創業を支援すると同

時に、地域に根ざしたコミュニティビジネ

スの育成に努めます。

【施策の展開】
（１）起業者の育成
●関係機関と連携し、起業・創業に向け
た情報提供や相談、学習機会などを拡
充します。

●広域的な連携を図り、起業者相互の交
流機会や異業種交流の機会を創出し、
事業推進のためのネットワークづくり
を支援します。

●福祉関連団体などのNPO法人化に向け
た取り組みを支援します。

（２）地域ビジネスの育成
●指定管理者制度や業務委託の促進など
の機会も活用しながら、地域の事業者
やNPO法人などの育成に努めます。

●既存の融資制度などを有効活用するほ
か、空き店舗や公共的なスペースの利
活用などを図りながら、福祉や環境、
リサイクルなどの地域生活に密着した
事業の育成を支援します。

●健康や福祉、環境など、まちづくりに密
着した活動を行う事業者との連携を通
じて、事業の健全な育成を支援します。
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■  施策の体系 
 
 起業の支援 
 
　　(1) 起業者の育成 
　　(2) 地域ビジネスの育成 
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１．総合的・計画的な土地利用

【現況と課題】
本町では行政区域全域（915ha）が都市計

画区域であり、そのうち470haが市街化区域

で、市街化区域内の用途指定は工業系用

途地域（工業専用地域、工業地域、準工業

地域）と住居系用途地域、近隣商業地域な

どとなっています。

広域的には、高次都市機能が集積する甲

府都市計画区域内に位置づけられ、甲府昭

和インターチェンジ周辺は中心的商業・業務

地として機能強化を図ることとされています。

本町はこれまで、都市化の進展の中で、

11箇所の土地区画整理事業による面的整

備を進め、秩序ある都市形成に努めてきて

います。

また、平成12年度には昭和町都市計画マ

スタープランを策定し、市街地整備について

は短期及び中長期の拡大地区の設定によ

り、市街化の動向を踏まえた計画的な市街

地整備に取り組んでいます。

第4章  快適で住み心地のよいまちをめざす 

第１節 
調和のある土地利用と景観形成 

現在、常永土地区画整理事業及び地区

計画による面的整備と市街化区域への編入

を進めています。人口増加の状況や社会情

勢の変化などから、町中央部の市街化調整

区域の市街化区域への編入については計

画が中長期にわたることから、人の動きや産

業活動など地域の実態を踏まえながら柔軟

に対応する必要があります。

今後、ゆとりある居住環境の確保や農業

環境の維持・確保も考慮しながら、農地・集

落を活かした整備手法の検討も含め、国土

利用計画や都市計画マスタープランの見直

しを進める中で、田園環境と都市生活のバ

ランスのとれた計画的な土地利用に努める

必要があります。

【施策の方針】
国土利用計画や都市計画マスタープラン

の見直しを図り、計画的な農地保全及び都

市機能と生活環境の調和のとれた、秩序の

ある土地利用を進めます。

■  施策の体系 
 
 総合的・計画的な土地利用 
 
　　(1) 都市計画の促進 
　　(2) 農地の保全 

土地利用の状況 

農用地  

水面・河川・水路  

道路  

宅地計  

 

 

 

その他  

合計  

平成8年 

354.3 

5.8 

91.3 

357.1 

168.6 

117.4 

71.1 

106.5 

915.0

平成13年 

266.7 

7.1 

122.3 

424.0 

192.1 

142.6 

89.3 

94.9 

915.0

住宅地  

工業用地  

その他  

資料：都市計画課 

（4月1日現在）（ha） 
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【施策の展開】
（１）都市計画の促進
●甲府都市計画や昭和町国土利用計画と
の整合性を図りながら、長期的な視点
に立って、都市計画マスタープランの中
間見直しを進めます。

●土地区画整理事業や地区計画、道路・上
下水道の整備状況などを見据えながら、
一部優良農地を除く市街化調整区域の
市街化区域への編入を進めます。

●市街化調整区域の市街化区域への編入
に伴い、用途地区の指定や既存地区指
定の変更などを進めます。

●地理情報システムを活用し、都市計画
基礎調査をはじめ、固定資産、道路、下
水道などの各種の情報を統合し、計画
的な都市整備を進めます。

（２）農地の保全
●農業基盤の整備や農業経営の支援を通
し、集団的な優良農地の確保を図ります。

●農業振興地域整備計画による集落環境
の整備や田園居住区の検討などを通し、
農地を確保する方策を研究していきます。

●企業や団体、NPO法人による農業経営
の参入や農家による住民農園の開設や
農地利用の規制緩和策などを検討し、農
地の保全に努めます。

２．美しい景観の形成

【現況と課題】
本町では都市化が進んでいるものの、美し

い山岳の眺望をはじめ、田園環境を中心に

緑の景観が広がっています。現在、生け垣推

進補助制度の利用促進をはじめ、一部地域

では地区計画による建築の高さや意匠の制

限、植栽スペースの確保などにより、緑あふ

れるまちなみ景観づくりを進めています。

また、土地区画整理事業や街路整備事

業の中で、街路樹植栽や沿道ミニパークの

設置などを行うほか、学校施設をはじめとし

た周辺環境との調和に配慮した公共施設

整備などにより、良好な都市景観形成に努

めています。

しかし、景観阻害に関わる規制指導は山

梨県景観条例に基づく届出制度や山梨県屋

外広告物条例による県指導が中心で、本町

の地域特性にあう適切な指導・誘導を図るた

めの条例制定などが課題となっています。

環境美化については、各地区や学校、子

どもクラブなどによるクリーン活動をはじめ、河

川愛護団体や各地区において河川清掃活

動が展開されており、今後もこれらの活動を

支援する必要があります。

空き地については町条例による適正管理

の指導を行っていますが、ポイ捨てをはじめ

ペットのふんの不始末、不法投棄なども後を

絶ちません。

そこで、注意看板の設置などの広報・啓発

活動や環境パトロールの強化などを進めるほ

か、ポイ捨てなどを規制する条例の制定など

を検討し、美しい地域環境の形成を図る必

要があります。

【施策の方針】
既存事業・制度の有効活用や条例制定

などにより、良好な田園景観の維持や美し

い都市景観の形成に努めます。また、住民

参加を促しながら、不法投棄対策を強化

するほか、環境美化活動の促進を図ります。

【施策の展開】
（１）都市景観の形成
●地域の特性を活かし優れた景観を守り
育てるために、山梨県景観条例による
届出制度や山梨県屋外広告物条例によ
る県の指導に加え、町独自の景観条例
の制定を検討します。

●生け垣推進補助制度の周知を図り、宅

■  施策の体系 
 
 美しい景観の形成 
 
　　(1) 都市景観の形成 
　　(2) 緑化・環境美化の促進 
　　(3) ゴミの不法投棄対策の強化 
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地周辺の緑化に努めるほか、幹線道路
沿いへの花壇の設置や街路樹の植栽な
どを進めます。

●公共施設の案内表示や誘導標識など統
一性のあるサインの設置や優れたデザ
インのモニュメントの設置などを進め
ます。

●田園環境にふさわしい景観形成を図る
ためレンゲの種の配布や花のまちづく
り推進事業など住民参加による景観づ
くりを促進します。

（２）緑化・環境美化の促進
●「わが町を美しく推進事業」などを活用
し、子どもクラブや地区育成会の自主
的な美化活動を促進します。

●河川美化事業補助金交付条例により各
地区が行う河川清掃を支援するととも
に、身近な道路や公園の維持管理を促
進するため里親制度（アダプト制度）の
導入を検討します。

●地域や各種団体との連携を図りながら、
地域での環境美化活動や啓発活動を推
進します。また、地域や事業所、学校など
での植栽や花づくり運動を推進します。

●各種イベントや大会などの機会を活用
し、環境美化についてのPRや住民の意
識高揚に努めます。

●学校などでの環境美化教育を促進し、
子どもの時から美しいまちづくりにつ
いての理解や関心を高めます。

（３）ゴミの不法投棄対策の強化
●不法投棄への監視・早期除去を強化す
るため、関係機関との連携や環境保全
推進協議会の環境パトロールなどを促
進します。

●ポイ捨て防止やペットの適切な世話に
ついての広報・啓発活動を強化すると
ともに、これらの行為を抑制する条例
などの制定を検討します。

●空き地に繁茂した雑草等の除去に関す
る条例に基づき、空き地や荒廃農地の

適正管理についての指導を進めます。

１．市街地の整備

【現況と課題】
本町では、住居系用途地域指定や土地

区画整理事業により、街路や下水道などの

都市基盤の確保を図りながら、市街地の

形成を図ってきました。特に、西条第一土

地区画整理事業では、大規模小売店の立

地する商業・業務拠点の整備を行ってきま

した。

しかし、土地区画整理事業を導入した

地域については人口定着が進む一方で、

市街化調整区域での小規模開発も懸念さ

れています。

現在、常永土地区画整理事業や地区計

画指定などにより、市街化区域への編入を

計画しています。なかでも、常永土地区画

整理事業では、宅地や公園のほか、大規

模商業施設などの整備を計画的に進める

ことにより、地域の均衡ある発展をめざし

ています。

なお、本町では昭和町都市計画マスタ

ープランに基づき都市整備を進めてきまし

たが、厳しい財政状況により計画には遅れ

がみられます。そのため、利便性の高い昭

和バイパス以北の中期整備地区などでは、

スプロール化※19も懸念されています。

そこで、農地利用等の調整を図りつつ、

面的整備や地区計画による計画的な市街

地の拡大を図る必要があります。

【施策の方針】
地区計画や公園整備などにより、既成市

街地の環境整備を進めるとともに、常永土

地区画整理事業を推進し、新たな市街地

形成を図りながら、地域の均衡ある発展を

第2節 
快適な生活の整備 
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【施策の展開】
（１）既成市街地の整備
●既成市街地の整備については、地区の
特性にふさわしい地区計画の導入や生
け垣化などを促進し、良好な住環境の
確保に努めます。

●道路改良や公園などの整備に際しては、
住民と行政が協議する機会などを確保
し、住民参加による計画づくりに努め
ます。

●小規模開発を抑制するための指導要綱
やまちづくり条例などの制定を検討し、
無秩序な開発や建物の密集の防止に努
めます。

（２）新たな市街地の形成
●常永地区土地区画整理事業を推進し、
商業地区や住居系地区、公共施設など
の均衡のとれた市街化を進めると同時
に、地区計画による計画的な民間開発
を誘導します。

●利子補給制度の検討などによる土地区
画整理事業組合の支援を進め、長期に
及ぶ土地区画整理事業の収支バランス
の適正化に努めます。

●甲府都市圏の市街化圧力を勘案しなが
ら、中期・長期的な視点での市街地整備
の方向や方法を検討します。

２．居住環境の整備

【現況と課題】
本町は、市街化区域内の面的整備事業

がされていない地区では、細街路を中心に

住居の建て込みやミニ開発もみられるた

め、昭和町宅地開発等指導要綱による指導

を行っています。また、鍛冶新居地区や神

屋地区では地区計画を活用し、良好な居

住環境の形成に努めています。

今後、道路整備などにあわせて、可能な

限り地区計画等の導入を働きかけるととも

に、宅地開発指導要綱の改正や条例化を

検討していくことも求められます。

町の中央部は市街化調整区域となってい

ますが、公共施設などの立地が進む一方

で、狭隘な生活道路のまま、住宅や店舗が

増加する状況にあります。

しかし、土地区画整理事業による市街化

区域への編入は、甲府都市計画全体の視

点からも難しさが指摘されていると同時に、

かつての集落環境の良さを活かす地区形

成も望まれています。

そこで、市街化調整区域ついては、田園

環境を活かした居住地域の形成を図るた

めの計画づくりなどが課題となります。

本町の町営住宅は現在、常永団地の14

棟92戸で、一部は建築後30年以上を経過

するなど老朽化が進んでいるため、昭和町

営ストック総合活用計画や昭和町営住宅

｢常永団地｣建替基本計画により建替えを進

めているところです。今後、バリアフリー化

などにより、誰もが暮らしやすい町営住宅

の整備を進めると同時に、効率的な維持・

管理方法などを検討する必要があります。

【施策の方針】
昭和町宅地開発指導要綱などの活用を

図ると同時に、市街化調整区域の整備手法

などを研究しながら、良好な居住環境の形

成に努めます。また、老朽化した町営住宅

の計画的な建替整備と効率的な維持管理

を進めます。

■  施策の体系 
 
 居住環境の整備 
 
　　(1) 住環境の充実 
　　(2) 町営住宅の整備 

■  施策の体系 
 
 市街地の整備 
 
　　(1) 既成市街地の整備 
　　(2) 新たな市街地の形成 
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【施策の展開】
（１）住環境の充実
●市街化調整区域においても、農地と調
和のとれた宅地化の整備手法を研究し
ます。

●昭和町宅地開発指導要綱の改正及び条
例化の検討を進め、良質な民間宅地開
発の誘導を図ります。

●建築確認申請に先立ち、生け垣補助な
どの行政補助やまちづくり情報の提供
を行う相談体制を強化します。

●介護保険制度などの有効活用を促進し、
高齢者や障害者などの住宅改修を促進
します。

（２）町営住宅の整備
●町営常永団地の段階的な建替えを進め
ると同時に、バリアフリー化や公園の整
備などにより、居住性の向上を図ります。

●指定管理者制度などの活用も含めて、
町営住宅の効率的な管理方法を検討し
ます。

１．道路の整備

【現況と課題】
本町の主要道路は、町の周囲に中央自動

車道、甲府バイパス（国道20号線）、アルプス

通り及び古府中環状浅原橋線、田富町敷島

線が配置され、町中央部には東西に昭和バ

イパス、南北に昭和玉穂線が走っています。

これまで、上石田一丁目西条線や押越西

条新田線、西条・昭和インター線などの都市

計画道路の整備を積極的に進めてきました。

甲府市川三郷線と甲斐中央線などの主要地

方道を中心とした道路網は形成されてはい

るものの、道路幅員や歩道の整備などの道

路環境は十分とは言えません。

また、幹線道路の交通渋滞の解消とあわ

せて、生活道路の交通量増大への対応が

課題となっています。

第3節 
利便性の高い道路・交通体系の確立 
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さらに、整備中の新山梨環状道路などへ

のアクセスも含め、昭和玉穂線の延伸の整

備や昭和玉穂中央通り線の整備などを進め

るとともに、幹線道路への接続などにより機

能的な道路ネットワークの形成を図る必要が

あります。

地区の生活道路については、通学路等の

歩道設置や危険な交差点の改良などを進

めるとともに、宅地開発指導要綱により道路

幅員の確保などを進めています。今後も、地

域の意向に配慮しながら、優先的に整備・

改良すべき道路の選択を進めるとともに、道

路パトロールなどによるニーズ把握に努める

必要があります。

なお、道路整備にあたっては、バリアフリ

ー化や都市景観形成などに留意するととも

に、沿道の商業施設や地域住民の協力を

得ながら、植栽や清掃活動などを促進する

ことなどが望まれます。

【施策の方針】
都市計画道路の整備や幹線道路へのア

クセスの向上を図り、利便性の高い道路ネ

ットワークの形成を図ります。また、地域の

意向を踏まえながら、危険性の高い生活道

路の優先的な整備に努めるほか、地域住

民の協力を得ながら快適な沿道空間の整

備を促進します。
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【施策の展開】
（１）幹線道路の整備
●昭和玉穂中央通り線について、昭和バ
イパスと玉穂中央通り線との接続を推
進し、身延線の跨線橋設置などの立体
交差化を進めるとともに、常永土地区
画整理事業による道路整備を進めます。

●関係機関との協議を進め、国道20号線
と昭和バイパスが交差する国母交差点
の拡幅を促進し、渋滞緩和を図ります。

●関係機関との協議を進めながら、西
条・昭和インター線及び町道30号線の
塩部町開国橋線への接続道路の整備を
促進します。

●主要地方道甲府市川三郷線や甲斐中央
線などの歩行者交通の安全確保につい
て、事故防止と交通の円滑化を図るた
め山梨県へ道路拡幅や歩道整備を働き
かけ安全対策の整備促進に努めます。

（２）生活道路の充実
●交通量の多い補助幹線町道や通学路の
歩道の設置など、優先的に整備すべき
道路の改良・整備を進めます。

●関係機関との連携によるセットバック※20

の指導や不法な構造物設置の未然防止
に努め、狭隘な道路や行き止まり道路
の解消などを進めます。

●宅地開発指導要綱への開発道路基準の
設定などを検討し、民間宅地分譲の際
の良好な道路整備を誘導します。

●道路パトロールなどを強化し、欠損部
の補修や積極的な予防改修に努めます。

２．公共交通の充実

【現況と課題】
本町の主要な公共交通は鉄道とバスで、

鉄道についてはJR身延線が町の東南部を

走り、町内には国母駅、常永駅の2駅が設

置されています。

JR身延線は甲府方面や市川三郷方面へ

の通学者を中心に、区間によって朝夕多く

の乗降客がみられますが、全線をみると利

用客は減少傾向にあります。そのため、現

在、JR東海や沿線市町村、県などによる身

延線沿線活性化促進協議会が組織され、

様々な活性化策を検討しています。

本町はJR常永駅にトイレや駐輪場、緑地

などを整備したほか、JR国母駅については

駐車場の貸し出しなどにより、身延線利用

の利便性の向上に努めてきました。しかし、

本町から甲府方面へのダイヤは平日で30本

程度と少なく、運行体制の強化が望まれて

います。

今後、沿線市町村などとの連携を強化し

ながら、JR身延線の利便性の一層の向上

を促進するとともに、民間開発の誘導など

により、駅中心のまちづくりを検討する必要

があります。

バスについては、自家用車の普及などに

より、利用客が減少傾向にあることから、赤

字バス路線への補助金の交付及び赤字代

替バスとして自主運営バスの運行などによ

り、路線維持を行っています。バスは高齢

者の通院や学生の通学における重要な交

通手段となっていることから、今後も利用動

向を見据えながら、重要なバス路線の維

持・確保に努める必要があります。

なお、本町はリニア中央エクスプレス甲

府圏域建設促進協議会に参加し、リニア中

央新幹線の実現に向けての要請を行って

おり、今後も早期建設に向けて、関係機関

との連携を図る必要があります。

【施策の方針】
周辺自治体や関係機関との連携を図りな

がら、鉄道の利便性の向上や駅舎周辺の

環境整備に努めます。また、利用動向など

を見据えながら、必要なバス路線の維持・

確保を図ります。

■  施策の体系 
 
 道路の整備 
 
　　(1) 幹線道路の整備 
　　(2) 生活道路の充実 
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【施策の展開】
（１）鉄道等の充実
●沿線市町村や関係団体が参加する身延
線沿線活性化促進協議会を通し、運行
本数の増加や乗り継ぎの利便性向上な
どを要請し、鉄道の運行体制の充実に
努めます。

●常永土地区画整理事業にあわせて、JR
東海との協議を進めながら、常永駅の
整備を検討します。

●JR国母駅へのトイレの整備などを検討
します。

●リニア中央エクスプレス甲府圏域建設

促進協議会による国への要望活動を継
続します。

●関係機関や自治体との協議を継続しな
がら、甲府都市圏域の新しい環状交通
システムの整備を検討します。

（２）バスの利便性の向上
●高齢者などの公共交通機関の利用ニー
ズを踏まえ、町内の公共施設を巡回す
る福祉バスの確保に努めます。

●赤字バス路線への補助や自主運営バス
の運行を継続し、町内バス路線を維持
します。

●常永土地区画整理事業の動向を踏まえ
て、利用者の利便性を考慮したバス路
線の見直しを検討します。

●県や関係機関との協議により、バス停
車場での道路拡幅を促進し、路線バス
の定時運行や利便性の確保に努めます。

■  施策の体系 
 
 公共交通の充実 
 
　　(1) 鉄道等の充実 
　　(2) バスの利便性の向上 
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１．上水道の安定供給

【現況と課題】
本町の上水道については、昭和38年以

降、甲府市水道局の上水道給水区域として、

昭和浄水場（町内の西条地区）から給水し

ています。昭和浄水場の水源は釜無川の

地下水で、地下水の水質は良好で、かつ

ては「水道水がおいしい都市」にも選定さ

れています。

本町では、上水道の配水管施設は市街

化区域を中心に市街化調整区域までほぼ

全域を網羅していますが、地下水が豊富

なことから個人井戸も多く、平成16年度末

の上水道普及率は86.5％です。また、世帯

数の増加に伴い、配水管の設置要望は多

く、計画的な整備を進めています。

今後、甲府市水道局と連携を密にし、町

内全域への配水管網の整備を進めるととも

に、水質検査体制の強化や水源域も含め

た水質監視を継続する必要があります。

本町は地下水が豊富な地域ですが、水

道水の取水をはじめ、工業用水や農業用水

としての利用などを背景に、地下水は大量

に汲み上げられています。地下水の過剰取

水は地盤沈下を引き起こすことなどから、定

期的な観測を行っています。今後も、継続

的な監視を進めると同時に、「山梨県地下

水資源の保護および採取適正化に関する要

綱」に基づく取水指導や井戸水の適正揚水

などの指導を進める必要があります。

さらに、地下水量の保護とあわせて、地

下水汚染の監視を強化するほか、沼天神

など湧水地を活かし、本町の貴重な資源

である地下水の保護意識の高揚を図るこ

とが求められます。

【施策の方針】
甲府市水道局との連携により、水道施設

の計画的な整備を進めるとともに、水質の

監視などに努め、安全で安定的な水の供

給を図ります。また、住民に対する意識啓

発に努めながら、本町の貴重な資源であ

る地下水の保護・活用を図ります。

【施策の展開】
（１）上水道事業の推進
●甲府市水道局との連携を図り、上水道
施設の計画的な整備を促進し、水道水
の安定供給を図ります。

●市街化の進展にあわせて、計画的な配
水管の整備に努めます。

●定期的な水質検査を行うとともに、水
質汚濁防止のための管理体制を強化し
ます。また、災害時や非常時における
給水体制の確立に努めます。

（２）地下水の保護
●湧水を活かした公園の整備などを積極
的に推進するとともに、適切な水循環に
ついての学習機会を充実します。

●井戸水の水質検査を継続するとともに、
地下水位などを監視し、地下水の環境
を適正に保つ取り組みを進めます。

●「地下水採取の適正化に関する条例」の
制定など検討し、過剰取水の抑制など地
下水資源の保護を図ります。また、災害
時の井戸の活用方策なども検討します。

●歩道などの透水性舗装の促進をはじめ、

第5章  水と緑のまちをめざす 

第１節 
清らかな水循環の確保 

■  施策の体系 
 
 上水道の安定供給 
 
　　(1) 上水道事業の推進 
　　(2) 地下水の保護 
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排水が良好な地域については、雨水浸
透枡及び雨水浸透水路の設置の促進な
どにより地下水のかん養を進めます。

２．下水道事業等の推進

【現況と課題】
本町の公共下水道は釜無川流域下水道

と甲府市公共下水道に関連した公共下水

道事業で、計画処理区域面積は732haと町

域の8割を占めています。

現在、人口が集中している市街化区域か

ら順次整備を進めており、市街化区域内の

整備済面積は約8割で、総人口に対する下

水道普及率は6割を超えています。

下水道事業は長期にわたりますが、常永

地区の土地区画整理事業に伴う区域拡大

や人口増加、国庫補助の減少により、計画

どおりの推進がやや難しい状況です。

今後、整備財源の確保に努めるとともに、

事業の優先順位を考慮しながら、処理区域

の計画的な拡大を図る必要があります。

また、整備済区域での水洗化率は約9割

に達してい

ますが、供

用開始区域

の拡大に伴

い未接続世

帯も増えて

きています。

そのため、

下水道事業

のPRや宅内の排水設備工事資金融資あっ

せん制度などの周知を図り、未接続世帯の

解消に努める必要があります。

下水道が供用されていない地域や下水道

の計画処理区域以外の地域では、合併処

理浄化槽などが利用されていますが、単独

処理浄化槽などの世帯も少ないことから、合

併処理浄化槽への転換を呼びかけていくこ

とが求められます。

し尿処理については、中巨摩地区広域事

務組合による広域処理を行っていますが、下

水道事業の推進に伴い処理量は減少するこ

とが見込まれることから、下水道事業の進捗

を見据えながら、今後のあり方を関係自治

体と協議する必要があります。

【施策の方針】
公共下水道事業の着実な推進を図るとと

もに、未整備地域での適切な生活雑排水処

理に努めます。また、中巨摩地区広域事務

組合での効率的なし尿処理を進めます。

【施策の展開】
（１）下水道事業の推進
●下水道整備区域における公共下水道整
備事業、流域下水道事業に対し地域間
の現状を踏まえ計画的な推進を図りま
す。また、常永地区土地区画整理事業に
合わせた下水道の整備を進めます。

●公共下水道の供用開始地域における水
洗化率の向上を図るとともに、早期接続
を促すための方策を検討します。

●下水道使用料を上水道料金と一体的に
徴収するなど、事業の効率化のためのし
くみを検討します。

●家庭用洗剤や食用油など生活雑排水の
適正処理についての普及・啓発を強化
し、下水道処理への負荷軽減や排水路
の水質悪化の防止に努めます。

（２）し尿処理の促進
●中巨摩地区広域事務組合での効率的な
し尿処理を促進すると同時に、下水道事
業の進捗に伴うし尿処理量の減少を見
据えながら、し尿処理体制の見直しを図
ります。

●合併処理浄化槽の適切な維持・管理に
ついての指導に努め、地域の状況に応じ
た適切な処理を推進します。

■  施策の体系 
 
 下水道事業等の推進 
 
　　(1) 下水道事業の推進 
　　(2) し尿処理の促進 



１．廃棄物処理の充実

【現況と課題】
本町では、平成14年3月に昭和町一般廃

棄物処理基本計画を定め、これに基づき資

源回収ボックス設置をはじめ、資源ゴミの

分別回収の段階的な品目拡大を行ってきま

した。平成17年度からは剪定枝の拠点回

収を開始するなど、一般廃棄物の資源化を

推進しています。これらの取り組みにより、

平成16年度のリサイクル率は21.3％まで伸

びてきていますが、人口増加に伴う家庭ゴ

ミの増加や事業系一般廃棄物の増加など

により、ゴミ排出量の増加傾向は続いてい

ます。

そのため、可燃ゴミの減量化に向けた広

報・啓発を進めるとともに、排出抑制に向

けたゴミ処理機器の購入補助やボカシづく

り会による減量・堆肥化に努めています。

現在、本町では「ゴミ収集・リサイクルカ

レンダー」や「ゴミの分け方・出し方」の冊

子を配布し、分別徹底を呼びかけるととも

に、指定ゴミ袋・荷札による排出を行って

います。分別収集は住民に浸透してきてい

ますが、粗大ゴミなど一部では理解不足も

みられることから、今後も周知徹底を図る

必要があります。

ゴミの収集・処理については、燃えるゴ

ミは週2回、燃えないゴミは月3回、粗大ゴ

ミは月1回、資源ゴミは常時、それぞれ収集

しており、中巨摩地区広域事務組合の清掃

センターで処理しています。

今後とも、ゴミの排出量の抑制対策を推

進すると同時に、広域事務組合での中間処

理の高度化及び関係機関との連携による

処理の適正化を図ることが求められます。
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第2節 
先端の循環型社会づくり 

昭和町ゴミ処理量の推移 （単位：t） 

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 
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資料：環境衛生課 



【施策の方針】
ゴミの資源化や減量化、堆肥化などの取

り組みを推進すると同時に、広域的な連携を

図りながら、ゴミ処理体制の強化を図ります。

【施策の展開】
（１）省資源・リサイクルの普及・啓発
●ゴミ問題に関する学習機会を拡充し、
住民や事業者の省資源・リサイクル意識
の醸成に努めると同時に、リサイクル法
などの関連諸制度の迅速な周知徹底に
努めます。

●住民や事業所へのグリーン購入※21やリ
サイクル活動の普及を促進します。

●総合的な環境政策を進める過程の中で、
住民と事業者、行政が一体となって、ゴ
ミの排出抑制や再資源化に取り組むた
めの推進体制の構築を図ります。

（２）ゴミの分別収集と再資源化の推進
●住民のゴミ出しマナーの向上に努め、
ゴミの分別収集を徹底すると同時に、
必要に応じて資源ゴミの品目拡大や分
別事業の細分化を検討します。

●自治会などとの連携を図りながら、地

域での資源回収事業を支援すると同時
に、資源回収ステーションの整備など
を進めます。

●生ゴミ処理機や剪定枝粉砕機の普及を
促進し、家庭ゴミの減量化を図ります。
また、堆肥化の促進やその処理ルート
の確保に努めます。

●ゴミの分別の徹底により資源化品目の
拡大・回収量の増加を図るとともに、資
源回収ステーションの整備などを進め、
資源リサイクルを推進します。

（３）ゴミの収集・処理体制の充実
●中巨摩地区広域事務組合清掃センター
での処理体制を充実し、焼却灰の有効
利用などによる最終処分量の減量化を
図るよう組合と協議します。

●中巨摩地区広域事務組合衛生センター
での汚泥の堆肥化など、適正な処分を
進めます。

●中巨摩地区広域事務組合清掃センター
への粗大ゴミなどの直接搬入の拡大に
努めるなど、ゴミ収集の効率化を図り
ます。

●県及び広域事務組合との調整を図りな
がら、最終処分場の計画的な確保を進
めます。

２．環境保全対策の推進

【現況と課題】
本町では、地球温暖化防止

対策の推進を図るため、平成

13年度に地球温暖化対策実行

計画を策定し、省エネルギー

対策やグリーン購入などを進

めています。しかし、小学校な

ど公共施設の新設なども影響

し、削減目標量の達成には至

っていません。

今後、温室効果ガス削減率を

定めた京都議定書の平成17年

の発効を踏まえ、計画の見直し
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■  施策の体系 
 
 廃棄物処理の充実 
 
　　(1) 省資源・リサイクルの普及・啓発 
　　(2) ゴミの分別収集と再資源化の推進 
　　(3) ゴミの収集・処理体制の充実 



を図るとともに、町をあげて省エネルギー活

動の実践を推進することが課題となります。

また、県地球温暖化防止活動推進員をは

じめ、山梨県地球温暖化防止活動推進セ

ンターなどとの連携を図り、環境問題につい

ての啓発活動や環境学習の機会を拡充す

ることが求められます。

あわせて、押原小学校や常永小学校に

おける自然エネルギーの活用事例や工業

団地での先進的な取り組みを、学習教材

として積極的に活用することなども期待さ

れます。

現在、町内では大気汚染や河川水質に

ついての大きな問題はありませんが、今後と

も生活雑排水や悪臭などへの監視・指導に

努める必要があります。

さらに、山梨県生活環境保全条例などに

基づき、都市・生活型公害に対する監視・

指導を徹底することが求められます。

【施策の方針】
省エネルギー対策や自然エネルギーの

有効活用などを推進し、地球温暖化防止

対策への取り組みを強化します。また、公

害防止に向けた監視・指導体制を強化す

るほか、環境にやさしい生活についての普

及・啓発や学習機会の拡充に努めます。

【施策の展開】
（１）総合的な環境政策の推進
●地球温暖化対策実行計画の着実な推進
を図るほか、公的機関での低公害車な
どの積極的な導入を進めます。

●地球温暖化対策地域推進計画の策定や
地球温暖化対策地域協議会の設置など
を進めます。

●公共施設でのクリーンエネルギーや省

エネルギー型の設備・機器の普及を促
進します。

●安全性や効率性を見据えながら、公的
機関での導入も含め太陽光発電をはじ
めとした自然エネルギーの有効活用を
促進します。

●住民や事業者との連携を図り、環境に
優しい地域を構築するため、環境保全
条例の制定や環境基本計画の策定を研
究・検討します。

（２）公害の防止
●河川や大気、土壌などの汚染状況につ
いての環境調査を定期的に実施し、監
視・指導の強化に努めます。

●騒音や振動、悪臭などの監視や情報収
集に努め、規制を超える行為について
の指導を強化します。

●地域やボランティアの協力を得ながら、
ゴミの不法投棄の抑止とあわせた環境
パトロールを進めるなど、監視体制を
強化します。

●関係機関との連携を図りながら、新た
な汚染物質などに関する情報収集体制
を強化します。

（３）環境学習・啓発の促進
●学校教育や関係団体との連携を図りな
がら、日常生活の中で発生する生活型
公害などへの対策などの普及・啓発を
推進します。

●地球温暖化対策地域協議会などの活動
を通じて、地球温暖化防止に向けた住
民への普及・啓発活動を推進します。

●環境に配慮した商品の購入や使い捨て
の抑制、家庭での省エネルギーなどに
ついての学習機会や広報・啓発活動を
促進します。

●企業や関連団体との連携を図りながら、
学校や地域での環境学習のためのガイ
ドブックや教材づくりなどを通じて、
住民や児童・生徒の環境学習の機会を
拡充します。
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■  施策の体系 
 
 環境保全対策の推進 
 
　　(1) 総合的な環境政策の推進 
　　(2) 公害の防止 
　　(3) 環境学習・啓発の促進 



１．水辺等の保全

【現況と課題】
本町の地形は釜無川・笛吹川の氾濫に

より形成された極めて緩い傾斜の扇状地

で、湧水をはじめ、小河川や湿地が分布し

ています。また、歴史的に水田地域として

発展してきたため、寺社林などを除き樹林

は少なく、自然的植生は河川敷や湿地など、

水辺に関連する植物群を中心としている

のが特徴です。

鎌田川流域はゲンジボタル発生地として

天然記念物に指定されるなど、豊かな水辺

の自然を有していましたが、開発による生

息地の破壊や生活雑排水、農薬などにより、

自然生態系は大きな影響を受けました。

しかし、近年では、「昭和町源氏蛍愛護

会」によるホタルの住める環境づくりや鎌

田川などへの放流をはじめ、「今川を守る

会」による花しょうぶの植栽など、水辺の

自然環境を保全する活動が活発化してき

ています。

本町では、河川整備での自然工法の採

用や小学校ビオトープの整備など、自然環

境の保全や自然学習の場の確保に努めて

いるほか、常永土地区画整理事業では、環

境アセスメント調査を実施し自然生態系へ

の影響をできる限り少なくするよう配慮し

ています。

今後、紙漉阿原沼地内公園整備事業に

よる湧水を活かした生態系の再生に努め

るとともに、自然生態系に配慮した河川・か

んがい排水整備を進める必要があります。

また、公園や小学校ビオトープなど自然学

習のための場を活用し、住民による自然環

境保全活動を促進する必要があります。

【施策の方針】
自然生態系に配慮した水辺空間の形成

に努めるとともに、自然生態系についての

学習機会や自然とのふれあい機会を拡充

し、町ぐるみで水辺を活かしたまちづくり

に取り組みます。

【施策の展開】
（１）自然生態系の保全・再生
●鎌田川・今川支流などへのホタル放
流・育成活動を支援し、生息地の拡大

を進めるとともに、
発生時期の消灯な
ど地域での愛護活
動を支援します。
●農家の協力を得な
がら冬季の水田の
水張りなど、四季
を通して生き物が
生息できる環境の
確保に努めます。
●学校でのエコスク
ール活動を通じて、
ビオトープの適切
な維持・管理を促
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■  施策の体系 
 
 水辺等の保全 
 
　　(1) 自然生態系の保全・再生 
　　(2) 自然学習・啓発の推進 

第3節 
水と緑のうるおいある環境づくり 

今川の花しょうぶ



進します。
●自然工法を採用した河川整備を促進す
ると同時に、生物の生息に配慮した水
辺管理などに努めます。

●外来種の移動やペットの放棄など、自
然生態系を損なう行為の防止に向けた
普及・啓発を促進します。

（２）自然学習・啓発の推進
●河川整備とあわせて、自然環境に配慮
した親水空間や遊歩道、その他自然学
習の場の整備を図ります。

●子どもの居場所づくり教室や学校教育
などの学習機会を活用し、自然生態系
の学習機会や良好な環境の保全につい
ての意識の醸成に努めます。

●ボランティア団体やNPO法人の活動を
支援し、どろんこまつりやこどもエコク
ラブなどの自然体験活動を促進します。

●生涯学習やイベントなどの機会を活用
し、自然環境や地域の生態系に関する

広報・啓発活動を推進します。
●生涯学習などとの連携を図りながら、
自然や水田などを活用した体験学習の
ための指導者の育成・確保に努めます。

２．公園・緑地の整備

【現況と課題】
本町には、スポーツ施設や遊具の整っ

た国母公園やショッピングセンターに隣接

する西条彩の広場、釜無工業団地公園運

動場のほか、小川のある自然公園押原の

杜や水と緑の公園である常永公園、噴水

などがある阿原1号公園など、特色のある

公園・広場が数多くあります。

また、土地区画整理区域内の街区公園

をはじめ、地区の身近な公園など合わせ

て43箇所の公園・広場などが設置されて

います。そのほか、東花輪川（山伏川）の

桜並木や鎌田川のホタル公園など、河川に

沿った緑の軸の形成に努めています。

第
５
章
　
水
と
緑
の
ま
ち
を
め
ざ
す

73

山伏川桜



市街化が進む本町では、公園・緑地は

うるおいある暮らしを創出するための大切

な空間となっていますが、土地の制約など

から小規模な公園が多く、地域の核となる

大型公園は現在のところありません。

そこで、現在、広域的な防災機能も備え

た（仮称）押原公園の整備を計画している

ほか、常永土地区画整理事業の中で、常

永公園を中心に広場などの整備を計画し

ています。

今後、これらの事業を計画的に推進する

とともに、河川改修に伴う緑道整備などによ

り緑のネットワークの形成を図りながら、公

園・広場の拡充に努める必要があります。

さらに、住民や学校、各種団体の協力を

得ながら、花木の植栽や清掃活動を促進

するほか、公園里親制度の導入などにより、

住民参加による公園の維持・管理の充実

を図ることが求められます。

【施策の方針】
（仮称）押原公園の計画的な整備を推進

するとともに、地域の特性や状況を活かし

た特色ある公園づくりを進めます。また、

住民参加による公園・広場の維持・管理を

促進し、身近なやすらぎ空間の創出に努

めます。

【施策の展開】
（１）公園の整備
●（仮称）押原公園を災害時における広域
避難場所などの防災拠点としての機能
を有する公園として整備します。平常
時には、スポーツ広場を中心に地域住
民の社会体育を育成する場、また多目
的広場を中心に地域交流や児童の安全
な遊び場となるよう整備します。

●豊富な湧水を活かした自然公園として、
生態系に留意しながら紙漉阿原沼地内

公園の整備を進めます。
●開発行為に伴う公園整備を促すほか、
近隣公園や児童公園の拡充に努め、身
近な憩いの空間を確保します。

●鎌田川や山伏川などの河川改修などに
あわせて、親水空間の確保を図ると同
時に、公園や遊歩道などとの一体的な
整備に努めます。

（２）維持・管理の充実
●利用者の意向を踏まえ、既存公園や広
場の充実に努めるとともに、バリアフ
リー化などを進め、誰もが利用しやす
い公園づくりに努めます。

●維持管理コストの軽減を考慮した施
設・設備や植栽に努めると同時に、遊
具などの安全管理や植栽の管理など、
維持・管理の充実に努めます。

●身近な公園の整備にあたっては、計画
段階からの住民参加を進めるとともに、
住民による管理制度（里親制度）の普及
を促進します。
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■  施策の体系 
 
 公園・緑地の整備 
 
　　(1) 公園の整備 
　　(2) 維持・管理の充実 

国母公園
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１．交通安全対策の充実

【現況と課題】
本町では、都市化の進展に伴い自動車

交通量が増大し、交通事故が増加する傾

向にあり、平成17年10月末現在、過去1年

間の交通事故件数は274件で、負傷者は

359人に達しています。

南甲府警察署では、重大事故に直結す

る飲酒運転や速度違反、安全運転の妨げ

となる携帯電話使用等の取り締まりを強化

するとともに、使用率が低下しているチャ

イルドシートの使用義務違反の取り締まり

を強化しています。

交通安全施設の整備は、警察署をはじ

めとする関係機関との連携を図り、地域の

意向などを踏まえて、交通信号機やガード

レール、カーブミラーなどの交通安全施設

の設置に努めています。また、交通安全協

会昭和支部では、カーブミラーの清掃活動

などを展開しています。

歩道の設置や危険な交差点の改良、交

通安全施設の計画的な整備を進め、歩行

者の安全確保を図る必要があります。特

に、通学路での交通規制の強化に向けて、

関係機関へ積極的に働きかけていくことが

求められます。

交通安全のための活動では、交通安全

協会昭和支部や交通安全母の会などが、

交通安全指導や日常の交通安全活動を行

っています。あわせて、特に事故に遭いや

すい子どもや高齢者を対象に、保育園や

いきがいクラブなどでの交通安全教室を

実施し、交通安全教育・啓発の強化に努

めています。

今後、関係機関・関係団体と協力し、交

通安全運動や交通安全教室を展開しなが

ら、住民の交通安全意識の高揚を図る必

要があります。

【施策の方針】
地域の意向などを踏まえ、交通安全施

設の計画的な整備・改善を図るとともに、

関係機関との連携により、学校や地域、職

域などでの交通安全運動や交通安全指導

を推進します。

【施策の展開】
（１）交通安全施設の整備
●カーブミラーや交通標識、ガードレール
や道路標示など、交通安全施設の定期
点検や危険箇所への設置を進めます。

●通学経路となる車道について、車両速度

第6章  安全なまちをめざす 

第１節 
安全な暮らしの確保 

■  施策の体系 
 
 交通安全対策の充実 
 
　　(1) 交通安全施設の整備 
　　(2) 交通安全教育・啓発の推進 

交通事故発生件数の推移 

人身事故件数 

死者 

負傷者 

平成8年 

247 

0 

321

平成9年 

305 

3 

400

平成10年 

325 

2 

423

平成11年 

320 

2 

398

平成12年 

367 

2 

494

平成13年 

349 

6 

443

平成14年 

350 

0 

467

平成15年 

322 

1 

397

平成16年 

279 

0 

373

平成17年 

336 

0 

446

資料：企画行政課 

（12月31日現在） 



の低減に配慮した車道構造の促進を図
ると同時に、歩車道の分離を進めます。

●信号機や横断歩道の設置を関係機関に
対して要請するとともに、地域との合意
形成を図りながら、一方通行や時間帯
規制などの交通規制の強化に努めます。

（２）交通安全教育・啓発の推進
●保育所や学校、いきがいクラブ、自治会
などとの連携を図り、幼児や児童・生
徒、高齢者などへの交通安全教育を強
化します。

●乳幼児チャイルドシートの貸出を継続
実施します。

●交通安全協会などとの連携による広
報・啓発活動を推進し、交通安全意識
と交通マナーの向上に努めます。

●関係機関との連携を図り、違法駐車や
各種交通違反の取り締まりの強化に努
めます。

２．消防・救急体制の充実

【現況と課題】
本町の消防体制は、常備消防である甲

府地区消防本部と消防団による非常備消

防から構成されています。甲府地区消防本

部は本町のほか、甲府市や甲斐市、中央市

の３市１町で構成され、高機能消防指令セ

ンターの整備などにより複雑化、多様化す

る災害への対応を進めています。

町内の甲府南消防署昭和出張所には消

防ポンプ自動車、救急車がそれぞれ1台配

備されており、必要に応じて甲府南消防署

や他の管内出張所との連携を図り、緊急事

態に対応する体制をとっています。

昭和町消防団は定員118人で、本部及び

各地区12部で構成され、甲府地区消防本

部と連携しながら、火災予防活動や初期

消火活動などを行っているほか、小型ポン

プ積載車の計画的な更新を進めるなど、

地域の消防力の維持・向上に努めている
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救急出動件数の推移 
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資料：消防年報　（12月31日現在） 
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ところです。

今後、住宅などの増加に伴い、消火栓や

防火水槽などの消防水利の確保を進める

ほか、消防施設・設備の定期的な更新とあ

わせて、住民の防火意識の高揚に努める

必要があります。

救急医療体制では、（社）中巨摩医師会

による在宅当番医制度や甲府市医師会に

よる甲府市医師会救急医療センターなどで

休日や夜間の救急患者に対応しているほ

か、山梨県救急医療情報センターにおいて、

初期救急医療から三次救急医療までの当

番診療機関等の情報を提供しています。な

お、平成16年3月より、甲府市医師会救急医

療センターでこれまでニーズの高かった小

児救急医療への対応を行っています。

なお、救命現場における応急手当が重

要であることから、甲府南消防署では救命

救急法講習会の実施に努めています。

今後、医療機関やその他関係機関との

連携による救急医療体制の充実を図るほ

か、住民による応急手当など、救

命救急法技術の普及促進が望ま

れます。

【施策の方針】
消防設備・施設などの計画的な

更新・整備を図ると同時に、消防

団活動の充実による地域の消防力

強化を図ります。また、関係機関

との連携により、救急医療体制を

強化するほか、救命救急技術の普

及に努めます。

【施策の展開】
（１）消防体制の強化
●広域的な連携により、消防車両や消防

施設・設備の計画的な更新・整備、並び
に消防計画を踏まえた組織・機構の充
実などを進め、常備消防体制の強化を
図ります。

●広域的な連携を図り、各種研修の機会
を活用し、消防業務の多様化・高度化に
対応できる消防署職員の育成・確保を
図ります。

●地域性や住宅事情などを考慮しながら、
消火栓や防火水槽などの計画的な設置
を進めます。

（２）救急医療体制の強化
●小児救急医療事業の着実な推進を図る
など、休日・夜間の医療体制の充実を
図ります。また、関係機関との広域的
な連携により、救急医療体制の強化を
進めます。

●広域的な連携を図り、救急救命士の養成
や教育訓練の充実を図るほか、救急自動
車の定期的な更新・整備を進めます。

（３）地域での消防・救急活動の促進
●消防団の消防装備の充実に努めるほか、
消防団員の確保に努めます。また、各
種訓練や研修機会を拡充し、消防団員
の資質向上に努めます。

●関係機関の協力を得ながら、消防査察
による出火防止の指導を進めると同時
に、地域での火災予防運動や初期消火
訓練などに努めます。

■  施策の体系 
 
 消防・救急体制の充実 
 
　　(1) 消防体制の強化 
　　(2) 救急医療体制の強化 
　　(3) 地域での消防・救急活動の促進 



●火災警報器の設置条例の整備などによ
り、各家庭での火災の早期発見・消火
の促進に努めます。

●救急医療機関や救急処置に対する知識
の普及や情報提供に努めます。また、
主要な公共施設への自動体外式除細動
器(AED)の設置と利用方法の普及を図
ります。

１．防災体制の強化

【現況と課題】
本町をはじめ山梨県の多くの地域は、近

い将来の発生が懸念される東海地震の地

震防災対策強化地域に指定されています。

平成17年度の山梨県東海地震被害想定調

査によると、本町では震度5強から震度6弱

が予測されています。

本町では、こうした災害の可能性を踏ま

え、昭和町地域防災計画により災害予防対

策や応急対策、復旧対策の強化に努めて

います。

現在、関係機関と協力しながら、総合防

災訓練を実施し、被害を最小限に止める

的確な行動の定着に努めているほか、学

校や各地区などで防災訓練を実施してい

ます。

また、避難所施設の確保や備蓄食糧、救

助用具などの定期的な点検を行っているほ

か、家庭での飲料水・食料の備蓄の呼びか

けを行っています。

さらに、（仮称）押原公園整備事業とあわ

せて広域的な防災拠点の整備を計画して

いるほか、防災無線のデジタル化による機

能強化を計画するなど、総合的な防災力の

向上に取り組んでいます。

災害時には、住民や行政の適切な行動

が求められることから、災害初期における

行動マニュアル※22の整備や内容の周知徹

底を図る必要があります。あわせて、地区

の自主防災組織の強化や住民の防災意識

の高揚などにより、地域の防災力の向上を

図ることが求められます。

【施策の方針】
（仮称）押原公園整備事業による広域的

な防災拠点の確保など、防災体制の計画

的な整備を進めると同時に、住民の防災意

識の高揚を図ります。また、地域での防災

体制の強化を図り、関係機関との連携を含

めた総合的な防災対策を確立します。

【施策の展開】
（１）総合的な防災対策の推進
●防災会議を定期的に開催し、地域の実
情を考慮しながら、地域防災計画の適
時点検・見直しを図ると同時に、災害
時の初動マニュアルなどの整備を進め
ます。

●防災行政無線のデジタル化の検討や防
災備蓄倉庫の整備を進め、発災時の備
えを強化します。

●防災関係機関などとの連携体制を強化
し、防災協定などの締結や連絡体制を
整えます。

●（仮称）押原公園整備事業とあわせて、
医薬品や食料品などの備蓄倉庫を確保
するほか、避難所の整備を進めます。

（２）地域の防災力の向上
●地域での自主防災組織の設置を進める
ほか、防災訓練などでの指導を通じて、
組織の育成を図ります。

●自主防災組織に対し、初動マニュアルや
災害時要援護者の支援体制の整備に向
け、官民協働の体制づくりに努めます。

●関係機関や住民、事業者との連携を図
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■  施策の体系 
 
 防災体制の強化 
 
　　(1) 総合的な防災対策の推進 
　　(2) 地域の防災力の向上 

第2節 
災害に強いまちづくりの推進 
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り、定期的な防災訓練を実施します。
●防災についての広報・啓発活動を推進
し、家庭での食料の備蓄や非常持ち出
し品の準備、避難所などの周知に努め
ます。

２．防災まちづくりの推進

【現況と課題】
町内の主要河川は釜無川流域の常永川

や笛吹川流域の山伏川、神明川、渋川、鎌

田川などがあります。今後の都市化の進展

により、雨水の流出量の増加が懸念されて

います。

そのため、県営地域環境整備などにより、

護岸や河道の整備を進めてきていますが、

今後も引き続き、河川整備による排水の改

善を図るとともに、土地区画整理事業に伴

う調整池の整備などを進め、道路や農地、

宅地などの水害による被害防止を図る必

要があります。

本町には木造密集市街地など、地震に

伴う火災により、延焼拡大が想定される地

域はみられませんが、細い道路などにより、

消防活動に支障をきたす可能性のある場

所が一部にみられます。そこで、開発指導

要綱などにより、道路の幅員確保などの指

導を行っているほか、十分な補強がなされ

ていないブロック塀について

は、生け垣化の補助により解消

に努めています。

また、地震対策として昭和56

年の建築基準法改正以前の住

宅について、県・国制度を活用

した木造住宅耐震診断の制度

を整備するとともに、平成17年

度から耐震改修費用の一部助

成を開始しています。

今後、街並みの安全性を高

め、災害発生時の被害をできる

限り小さくするための取り組み

を促進すると同時に、家庭でで

きる備えを呼びかけることなど

が求められます。

【施策の方針】
河川改修の促進など総合治水対策を推

進すると同時に、災害時の被害を減少させ

る街並みの整備や住宅の耐震化などまち

の防災性を高め、災害に強いまちづくりを

進めます。

【施策の展開】
（１）治水対策の促進
●河川改修や雨水排水、雨水一時貯留施
設などの整備を進め、排水不良による
冠水や河川洪水などからの被害の低減
を図ります。

●常時冠水の危険性が高い地域について
は、排水計画など関係機関と十分な協
議・検討を行います。

（２）災害に強いまちの形成
●ブロック塀などの補強や狭隘道路の拡
幅など、地震被害を防ぐ街並みづくり
を地域に対して働きかけます。

■  施策の体系 
 
 防災まちづくりの推進 
 
　　(1) 治水対策の促進 
　　(2) 災害に強いまちの形成 



●家庭などへの広報・啓発活動を推進し、
耐震診断や耐震補強、家具の固定など
安全な住まいの普及に努めます。

●洪水ハザードマップ※23を作成し、大水
害時の浸水の危険性と避難に関する情
報が有効活用されるよう、地域住民に
対し、積極的に普及するよう努めます。

１．防犯対策の充実

【現況と課題】
本町における平成16年の刑法犯認知件

数は617件で、人口千人当たりの発生率は

県内でも高い状況が続いています。また、

全国的にも犯罪件数は増加傾向にあり、子

どもや高齢者をねらった犯罪が後を絶ちま

せん。

このような状況の中で、本町は、平成10

年度に制定した生活安全条例を見直し、

平成17年度に新たに安全・安心なまちづく

り条例を制定しています。あわせて、安

全・安心なまちづくり推進協議会を設置し、

住民や関係団体、関係機関の連携を図りな

がら、防犯などのネットワークづくりを行っ

ています。

本町の刑法犯罪はショッピングセンターな

ど商業施設や駅などを中心に発生してい

ることから、南甲府警察署や昭和国母交番、

押原・西条駐在所などの警察官によるパト

ロールをはじめ、地域住民による防犯パト

ロールを強化しています。

また、小・中学校では、校内緊急放送シ

ステムの導入をはじめ、小学校でのオート

ロック方式の採用や防犯カメラの設置など

を進め、学校施設の安全性の向上を図っ

ています。加えて、PTAによる防犯パトロ

ールや「子ども110番の家」の設置、防犯灯

の設置や維持・補修の補助など犯罪の起

こりにくい環境づくりに努めています。

防犯対策では、地域住民の関心や住民

一人ひとりの防犯意識の高揚が重要となる

ことから、地域との連携や広報などによる

啓発活動を推進することが求められます。

さらに、住民や企業の協力なども得なが

ら、防犯パトロールを強化すると同時に、

防犯灯の設置促進や防犯の視点に配慮し

た公園整備など、犯罪の起こりにくい地域

環境の整備を図ることが求められます。

【施策の方針】
関係機関や防犯団体との連携を図り、ま

ちぐるみで防犯体制を強化するとともに、地

域や学校、企業の協力を得ながら、防犯パ

トロールなどの防犯活動を推進します。ま

た、防犯灯の計画的な設置や公共施設な

どの安全対策を進め、犯罪の起こりにくい

地域環境の整備に努めます。

【施策の展開】
（１）防犯体制の強化
●安全・安心なまちづくり推進協議会を
設置すると同時に、防犯団体や防犯ボ
ランティアの活動を支援します。

●関係機関との連携を図り、犯罪被害者
の相談体制を強化します。

●学校や児童館、公園、遊び場など、子ど
もが利用する施設や場所については、
防犯に配慮した施設・設備の整備や環
境づくりに努めます。

●風紀上及び教育環境上好ましくない施
設の立地が懸念される場合については、
関係機関との協議を図り、特別用途地
区の指定なども含めた土地利用の規制
を強化します。

（２）防犯活動の促進
●防犯団体や自治会、学校、PTAなどと
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第3節 
健全な社会環境の維持 

■  施策の体系 
 
 防犯対策の充実 
 
　　(1) 防犯体制の強化 
　　(2) 防犯活動の促進 
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の連携を図り、地域での防犯パ
トロールや「子ども110番の家」
の設置などを促進します。

●有害チラシやポスター、有害図
書などの排除に努めるほか、た
まり場などでの指導を強化し、
青少年の犯罪防止を図ります。

●犯罪被害を防止するための広
報・啓発活動を強化するととも
に、地域の要望や実情を踏まえ、
防犯灯の整備を進めます。

２．消費者保護の充実

【現況と課題】
経済社会の成熟化や規制緩和の進展に

伴い、消費者は自己責任に基づいて消費

行動を行うことがますます求められていま

す。高齢化や核家族化の進展に伴い、高

齢者のみ世帯を対象とした悪質商法への

対策が課題となっています。加えて、情報

通信技術の進展に伴い、インターネットや携

帯電話をめぐるトラブルなどの新たな消費

者問題が生じています。

本町は広報誌などを活用し、悪質な訪

問販売やインターネットにかかわる架空請

求など、被害の広がる犯罪についての情報

提供に努めるなど、関係機関の協力を得な

がら、被害防止に向けた広報・啓発活動を

進めています。

また、山梨県消費生活センターとの連携

を図りながら、消費に関する様々なトラブル

の相談・指導を行うなど、トラブルの解決に

努めています。

今後も、消費者問題についての広報・啓

発活動の強化に努めると同時に、関係機関
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との連携を図りながら、消費生活について

の相談・指導体制を強化し、トラブルの解

決や未然防止に努める必要があります。

【施策の方針】
消費生活に関する広報・啓発活動や情

報提供に努めるとともに、山梨県消費生活

センターなどとの連携を図りながら、消費

生活についての相談・指導体制の強化を

図ります。

【施策の展開】
（１）情報提供の促進
●広報・啓発資料の配布などを通じて、契
約や商品に関する知識の周知を図るほ
か、犯罪被害やトラブルの未然防止に努
めます。

●生涯学習などの機会を活用し、安全な
消費生活や消費者保護に関する情報提
供や研修機会の提供に努めます。

●県消費生活センターなどとの連携を図
り、安全な暮らしや消費者被害情報な
どに関する情報把握に努めるとともに、
広報誌やホームページなどによる情報
提供に努めます。

（２）消費者相談の充実
●消費生活相談などの充実を図るととも
に、相談員の研修機会や情報交換の機
会を拡充します。

●県消費生活センターなどとの連携を図
り、複雑な問題や苦情などに対する相
談・指導に努めます。

■  施策の体系 
 
 消費者保護の充実 
 
　　(1) 情報提供の促進 
　　(2) 消費者相談の充実 



１．公聴・広報体制の整備

【現況と課題】
本町の公聴活動では、各自治会などを通

じて意見・要望などの把握に努めているほ

か、町政モニターを各地区ごとに2人委嘱し、

地域の課題や町政への要望把握に努めて

います。また、毎月1回「町長と語らいのとき」

を設定し、町政への意見や要望の把握を行

うとともに、町長への手紙やパブリックコメン

トなどを行っています。

今後、行政が地域に出向く出前型の懇談

会を推進するなど、まちづくりの課題やテーマ

に応じて、住民と行政が意見交換できる機

会を拡充していく必要があります。

広報活動については「広報しょうわ」を月1

回、「私たちのしょうわ町議会」を年4回程度

発行しているほか、事業内容に応じて担当

課・係で広報物の配布を行っています。あわ

せて、ホームページの活用などにより、最新

情報の提供に努めています。

平成13年度より情報公開条例や個人情報

保護条例を施行しており、プライバシー保護

に配慮しながら、行政の透明性の向上に努

めています。特に、平成17年度より個人情報

保護法が施行されたことを受けて、個人情

報保護条例の改正を行うと同時に、職員に

対して個人情報保護のためのマニュアルを

配布するなど、個人情報保護制度の周知と

意識啓発を行っています。情報公開は町政

への住民参加を支える基盤となることから、

制度の一層の周知に努める必要があります。

さらに、ホームページの有効活用を進める

ほか、まちづくりの課題やテーマに応じて、効

率的で、効果的な公聴・広報システムの構築

を図ることが期待されます。

特に、地方分権社会においては、まちづく

りの主役である住民が「自ら考え自ら行動す

る」ことが基本となることから、政策形成過程

における積極的な情報公開や意見の収集

機会を拡大し、住民と行政とのパートナーシ

ップの形成をめざす必要があります。

【施策の方針】
わかりやすく、親しみやすい公聴・広報に

努めるとともに、情報社会に対応した公聴・広

報システムの構築を進めます。また、個人情報

の保護に配慮しながら、積極的な情報公開

や意見収集に努め、住民と行政とのパートナ

ーシップの形成をめざします。

【施策の展開】
（１）公聴活動の充実
●各種委員会や審議会、説明会などの機
会を活用し、政策などについての公聴活
動を推進します。

●行政評価の結果などを積極的に活用し、
住民意向の把握に努めるほか、町政に対
する評価や提言を行うモニター制度の設
置を検討します。

●住民の要望や提言をホームページなどで
随時把握するしくみを確立します。

（２）広報活動の充実
●庁内の情報収集体制を強化し、迅速な情
報提供を推進するほか、わかりやすい紙
面の工夫などにより、広報誌や議会だよ
りの充実を図ります。
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第7章  自律と協働のまちをめざす 

第１節 
住民主役のまちづくりの推進 

■  施策の体系 
 
 公聴・広報体制の整備 
 
　　(1) 公聴活動の充実 
　　(2) 広報活動の充実 
　　(3) 情報公開の推進 



●ホームページの内容を充実すると同時
に、利用しやすい画面編集や迅速な情報
更新に努めます。また、CATVを活用して、
地域に密着した親しみやすい情報提供
方法を検討します。

（３）情報公開の推進
●行政情報の積極的な公表と公開を推進
し、行政の説明責任を徹底します。

●国の法制度の動向も踏まえ、個人情報保
護の徹底を図ると同時に、自己情報開示
制度などの普及を図り、個人情報の適正
管理に努めます。

２．まちづくり推進体制の充実

【現況と課題】
今日のまちづくりでは、住民と行政がともに

役割を担い合いながら進める協働型のまち

づくりが期待されています。このようなまちづく

りを進める上では、住民が地域に愛着と誇り

を持って、自発的に参加することができる機会

や体制づくりを進める必要があります。

本町では転入者の増加が続いています

が、町に対する愛着感や定住意向は高いこ

とから、様 な々機会を活用してまちづくり活動

への参加を促進する必要があります。

平成10年に特定非営利活動促進法が施

行されたことを契機として、全国的にまちづく

りにかかわる非営利活動団体（NPO法人）が

設置され、従来、主に行政が担ってきた分野

において、住民が主体的に活動する動きもみ

られます。町内においても、福祉分野などで

NPO法人が活躍していることから、今後、住

民のまちづくりへのより積極的な参加に向け

て、情報提供や活動の支援に努める必要が

あります。

さらに、まちづくりについて考え、自ら企画し、

活動できる機会を拡充し、まちづくりグループ

の育成を図ることなども期待されます。

【施策の方針】
住民のまちづくりへの参画意識の醸成に努

めるとともに、まちづくりについて考え、参加で

きる機会の拡充に努めます。また、住民のま

ちづくりへの主体的な取り組みを支援します。

【施策の展開】
（１）協働型まちづくり体制の確立
●計画段階から評価に至るまでの政策過
程全般にわたり、住民参加の機会を拡
充します。

●各種審議会や委員会などでの住民公募
を促進し、住民の意見・提言を反映す
る機会を拡充します。

●住民や地域からまちづくりの課題や提
言、アイデアを公募するとともに、住民
が提案から実施までを担うことのでき
るしくみや事業選択に関与できる機会
などを創出します。

●インターネットを活用し、まちづくりに
ついての意見交換や情報収集に努めま
す。

（２）まちづくり活動の支援と人材育成
●住民が（これまで行政が担ってきた）公
共的な活動に参加できる機会を拡充す
るとともに、活動に関する情報提供や
交流の場づくりを進めます。

●公民館のまちづくりサークルの活動を
促進し、指導的な人材やリーダーの育
成や確保に努めます。また、主体的に
まちづくりに取り組む団体やサークル
の学習機会を拡充します。

●企業と地域住民との交流を促進し、地
域資源を活用したまちづくりを検討し
ます。

●まちづくりに取り組む指導的な人材や
リーダーの発掘や登録に努めるととも
に、まちづくりの活動事例などを学習
する機会を拡充します。
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■  施策の体系 
 
 まちづくり推進体制の充実 
 
　　(1) 協働型まちづくり体制の確立 
　　(2) まちづくり活動の支援と人材育成 



３．人権尊重と男女共同参画の推進

【現況と課題】
国際化が急速に進展する中で、人種、民

族、宗教をめぐる差別など人権にかかわる問

題は地球規模での対応が求められています。

このような状況の中で、国は平成9年度に人

権教育のための国連10年国内行動計画を

策定し、平成12年12月には「人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律」が成立して

います。

最近では、DV（ドメスティック・バイオレ

ンス）※24や児童虐待、高齢者虐待などのほ

か、障害や疾病などにかかわる様々な差

別や偏見が問題となっています。

本町は、これまで学校教育や社会教育な

どを通じて、人権教育の推進に努めているほ

か、国の人権擁護委員などとの連携により、

人権問題に関する啓発活動を進めています。

近年、女性の高学歴化や晩婚化、男女の

役割意識の変化などにより、女性のライフスタ

イルは変容し、女性は様 な々分野で活躍して

います。しかし一方では、家事や介護、子育

ての負担や女性雇用など、女性の社会参加

に向けて解決すべき課題も残っています。そ

のため、平成11年には男女共同参画社会基

本法が制定され、男女が互いにその人権を

尊重しつつ、性別にかかわりなくその個性を

十分に発揮することができる男女共同参画社

会の実現が求められています。

本町では、平成14年度に男女共同参画プ

ラン「共に生き活き輝け昭和」を策定し、男女

が互いの人権を尊重しながら、それぞれの

能力を最大に発揮する地域づくりに努めてい

ます。今後も、男女共同参画プランの着実な

推進を図ると同時に、適時評価・見直しを行

いながら、総合的な施策の展開を図る必要

があります。

【施策の方針】
人権についての総合的な教育・啓発を推

進し、家庭や学校、地域、職域での人権尊

重の理念の普及・定着に努めます。また、男
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女共同参画プランの着実な推進と評価・見直

しを行いながら、男女共同参画のまちづくり

に向けた取り組みを推進します。

【施策の展開】
（１）人権尊重に向けた啓発の推進
●学校やその他関係機関との連携を図り
ながら、学校教育や社会教育での人権教
育を推進します。

●人権擁護機関などとの連携を図りなが
ら、人権問題に関する情報提供やあらゆ
る差別の撤廃に向けた啓発活動を推進
します。

（２）権利擁護の強化
●生活環境整備や保健・福祉事業などを効
果的に運用しながら、生活環境や福祉の
向上を図ります。

●教育や福祉などの関連諸施策との連携
を図りながら、いじめや虐待など人権侵
害についての相談体制を充実します。

●地域福祉権利擁護事業や成年後見制度
の有効活用を促しながら、高齢者や障害
のある人などの権利擁護を図ります。

（３）男女共同参画意識の啓発
●学校教育や社会教育など様々な機会を
通じて、男女平等教育を推進します。

●地域での学習会や講演会などを開催し、
男女共同参画についての意識啓発に努
めるほか、男女雇用の均等などについて
の啓発・指導に努めます。

（４）男女共同参画の条件整備
●男女共同参画プランの着実な推進を図
るとともに、定期的な評価や評価結果の
公表を行います。また、必要に応じて、適
時見直します。

●審議会や委員会などへの女性の参画を
促進すると同時に、女性の参加しやすい
条件整備を図ります。

●関係機関との連携を図りながら、女性の
社会参加や自立支援するための相談・情
報提供などの充実を図ります。

１．コミュニティ活動の促進

【現況と課題】
本町は12地区から構成されており、各地区

は町民の暮らしの中心的な場として大切な役

割を果たしています。特に、核家族化が進む

中で、安全・安心のまちづくりに向け、大きな

活躍が期待されます。

現在、自治会はコミュニティと行政とのパイ

プ役を果たしていますが、転入者の増加に伴

い、コミュニティ活動では地域による格差がみ

られます。そのため、様 な々機会を活用して、

住民相互の交流を促進する必要があります。

また、地域の自主性に配慮しながら、コミュ

ニティと行政との役割分担などを検討し、安

全で安心して暮らせる地域づくりに向けて、コ

ミュニティ活動を促進する必要があります。

そこで、地域での活動拠点の確保など、住

民の主体的な活動を促進するための条件整

備に努める必要があります。

【施策の方針】
地域での住民相互の交流を促進しなが

ら、地域のニーズに密着した様 な々コミュニテ

ィ活動を支援します。また、コミュニティ活動の

拠点となる施設・設備の計画的な整備・充実

に努めます。
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第2節 
ふれあいのある地域づくりの推進 

■  施策の体系 
 
 コミュニティ活動の促進 
 
　　(1) 自主的な地域活動の促進 
　　(2) コミュニティ活動の条件整備 

■  施策の体系 
 
 人権尊重と男女共同参画の推進 
 
　　(1) 人権尊重に向けた啓発の推進 
　　(2) 権利擁護の強化 
　　(3) 男女共同参画意識の啓発 
　　(4) 男女共同参画の条件整備 



【施策の展開】
（１）自主的な地域活動の促進
●自治会活動への支援を通じて、住民相
互の交流を促進すると同時に、地域課
題を解決するための自主的な活動を支
援します。

●福祉活動や学習・スポーツ、環境美化、
防犯・防災など、様々な分野やテーマ
でのコミュニティ活動を支援します。

●通訳ボランティアなどの協力を得なが
ら、外国人が地域で生活するための知
識の習得を支援するほか、コミュニテ
ィ活動への参加を促進します。

（２）コミュニティ活動の条件整備
●土地区画整理事業やその他の住宅開発
の動向を踏まえ、コミュニティの再編を
検討します。

●コミュニティ施設の改修・整備を支援
すると同時に、バリアフリー化などの
促進に努めます。

●コミュニティと行政との役割分担を進
めると同時に、コミュニティが地域の課
題解決や公共的な活動に主体的に取り
組むことができる支援策を検討します。

２．多様な交流の促進

【現況と課題】
本町は国内外の都市と友好都市提携な

どは締結していませんが、峡中地区（甲

府・甲斐・中央・昭和）において中国四川省

の都江堰市と提携しています。しかし、現

在のところ、住民の関わった継続的な交流

には至っていません。

本町の国際交流では、任意団体である

「昭和町国際交流を進める会」が中心的な

役割を担っており、ボランティアによるレク

リエーションや外国語教室などを開催し、

交流事業などを展開しています。

特に、本町では、この10年間で町内の在

住外国人登録が約3倍となっています。地

域における外国人との交流は、異なる文

化や生活習慣を理解する上で大切な役割

を果たします。今後も、在住外国人との交

流を促進すると同時に、外国語表記の拡

大や通訳ボランティアの育成など、外国人

に配慮した環境整備をしながら、住民主

体の国際交流を推進することが期待され

ます。

また、本町は、外国青年招致事業による

語学指導助手（ALT）を採用し、町内の

小・中学校での語学や文化を学ぶ機会を

提供するとともに、青少年教職員海外派遣

事業を実施し、国際感覚を備えた人材の

育成に努めています。

今後、国際化はますます進むと予想され

ることから、学校教育や社会教育などとの

連携を図りながら、他国の語学や文化を学

ぶ機会を拡充することが求められます。

さらに、スポーツや文化などの分野におい

て、国内の他の自治体との交流を図ることな

ども期待されます。

【施策の方針】
住民の国際理解についての

学習機会を拡充するとともに、

住民主体の国際交流を促進し

ます。また、地域の交流資源を

活用し、国内外との交流を推進

するための体制づくりを進め、

多様な交流機会の創出に努め

ます。
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【施策の展開】
（１）国際理解の促進
●昭和町青少年教職員海外派遣事業の有
効活用を促進し、青少年をはじめとした
住民の国際理解の促進に努めます。

●「昭和町国際交流を進める会」による語
学教室や交流イベントなどを支援し、町
内の外国人との交流や異文化について
の理解の機会を拡充します。

●小・中学校での外国語指導助手（ALT）に
よる語学教育を推進するとともに、イン
ターネットを活用した国際理解教育の充
実に努めます。

●町内在住の外国人に対して、地域での行
事や活動などへの参加を働きかけるな
ど、地域での交流機会の拡充を促進しま
す。

（２）地域間交流の推進
●交流の場の確保を支援するなど、住民団
体や企業などでの自主的な交流活動を
促進します。

●スポーツや芸術・文化など様々な分野に
おいて、住民が主体的に交流できる機会
を拡充します。

●多目的グラウンドの整備とあわせて、サ
ッカーなどによる交流を促進します。

（３）外国人の受け入れ環境の整備
●「昭和町国際交流を進める会」の活動を
支援し、通訳や相談など交流を支えるた
めの住民のボランティア活動を促進しま
す。

●町を紹介する外国語表記のホームページ
やパンフレットの整備を進めるほか、主
要な観光・交流施設などでの外国語によ
る説明や案内表示の整備に努めます。

●ホストファミリーの登録によるホームステ
イの受け入れ体制を強化し、外国からの
留学生や派遣団の受け入れに努めます。

１．行政運営の充実

【現況と課題】
現在、国では「地方にできることは地方に」

という方針のもと、三位一体の改革を進め、

地方交付税の見直しや国庫補助負担金の

改革などを進めています。

一方で、少子高齢化しつつある社会への

対応や地方分権の進展、住民ニーズの多様

化などを背景に、行政ニーズは複雑化し、行

政の対応する領域も拡大しています。

そのため、組織・機構の見直しや職員研

修の充実、事務事業の適時見直しなどを進

め、利用者のニーズを踏まえた効率的なサー

ビスの提供を図っています。

本町は、これまで将来の行財政運営を模

索する中で、周辺自治体との合併協議を続け

てきましたが、結果として自律したまちづくりを

進めることとなりました。

そこで、平成17年度に行財政改革審議会

や行財政改革推進本部を設置し、直面した

課題や中長期的に取り組む課題を整理し、

昭和町第２次行財政改革大綱｢魅力あふれ

るまちづくりを目指して｣を策定しました。

今後、行政評価による事務事業の見直し

や行政サービスの負担の再検討などを進め、

新たな行政ニーズへの対応と持続的な発展

に向けた体制づくりを進める必要があります。

さらに、職員研修による政策形成能力の向

上や職員配置の適正化などを進め、新たな

行政課題への対応力を高めることが求めら

れます。

【施策の方針】
行財政改革大綱に基づき、行政課題の変
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第3節 
自律的で活力ある行政の確立 

■  施策の体系 
 
 多様な交流の促進 
 
　　(1) 国際理解の促進 
　　(2) 地域間交流の推進 
　　(3) 外国人の受け入れ環境の整備 



化に応じた組織・機構の見直しを進めるとと

もに、行政評価の導入や職員研修の充実な

どにより、行政のマネジメント機能の強化や職

員の政策形成能力の向上に努めます。

【施策の展開】
（１）住民サービスの向上
●手続きの簡素化や権限移譲に伴う職員
の総合的な相談対応力を強化し、窓口サ
ービスの向上に努めます。

●情報通信技術の活用も視野に入れ、ひと
つの窓口で複数のサービスを受けること
のできる、ワンストップサービス※25の推進
を検討します。

●職員の接遇の向上や施設環境の改善に
努め、住民に親しみやすい役場づくりを
進めます。

（２）行政組織の機能強化
●地方分権や電子自治体などの動向を見
据え、必要に応じて組織・機構の見直し
を図り、権限移譲や迅速な意志決定に対
応できる組織の構築に努めます。

●行政評価を導入し、事務事業などの成果
の把握や迅速な見直しを進めると同時
に、行政の説明責任の向上を図ります。

●公募型プロジェクトチームなどの活用に
より、複雑で多様な行政課題への横断的
で、柔軟な対応を図ります。

（３）職員研修と人事管理の充実
●市町村アカデミーをはじめ、職員の研修
機会を拡充し、政策形成能力や専門的
な能力の向上に努めます。

●定員適正化計画に基づく効率的な人事
管理を進めるとともに、人事評価制度の

充実を図ります。
●人材育成計画の策定を通じて、中長期的
な視点で行政経営を担うにふさわしい
意識や行動、能力を備えた職員の育成・
確保に努めます。

●職員の健康管理を充実し、疾病などによ
る職務の停滞の防止及び業務効率の向
上に努めます。

（４）行財政改革の推進体制の強化
●行財政改革審議会や行財政改革推進本
部の活動を推進し、まちぐるみで行財政
改革に取り組むための体制を強化すると
同時に、町をあげて行財政改革を推進す
るという機運を高めます。

●行財政改革大綱実施計画（アクションプ
ラン※26）を策定し、重点課題に対応する
ための具体的な活動を計画的に推進し
ます。

●行財政改革の進捗状況を適時、住民に
周知し、住民意向の把握に努めるととも
に、外部監査を導入しながら、適切な見
直しを行います。

２．健全な財政運営の推進

【現況と課題】
本町では、優れた交通立地の特性を活か

し、国母・釜無の両工業団地の整備や土地

区画整理事業などによる宅地形成などから、

これまで安定した財政運営を維持してきてい

ます。

しかし、バブル崩壊後の厳しい経済状況

を背景に、以前のような大幅な税収増は期待

できない一方で、扶助費や公債費の義務的

経費の増加、福祉・環境及び教育施策など

で新たな支出の増加など、今後も行政需要

の増大は避けられない状況にあります。

このような状況の中で、本町は、補助金を

含めた一部事業の見直しや業務の民間委

託、公共施設の管理・運営方法などの検討

を進めてきています。

今後、土地区画整理事業などに伴う都市

第
７
章
　
自
律
と
協
働
の
ま
ち
を
め
ざ
す

89

■  施策の体系 
 
 行政運営の充実 
 
　　(1) 住民サービスの向上 
　　(2) 行政組織の機能強化 
　　(3) 職員研修と人事管理の充実 
　　(4) 行財政改革の推進体制の強化 



90

主要財源年度別推計 

年度 

科目 
地方税  地方債  合　計  

地　方  

交付税  

国　庫  

支出金  

主要財源  

小　　計  

その他  

財　源  

県  

支出金  

 金　額 

構成比 

平成18 

19 

20 

21 

22 

計    

平成23 

24 

25 

26 

27 

計    

金　額 

構成比 

22／16 

27／16

4,021 

 57.2 

 3,992 

 4,102 

 4,137 

 4,190 

 4,256 

 20,677 

 4,300 

 4,438 

 4,553 

 4,553 

 4,553 

 22,397 

 43,074 

 68.3 

 1.058 

 1.132

1 

  

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 5 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 5 

 10 

 0 

 1.000 

 1.000

281 

 4.0 

 958 

 868 

 716 

 570 

 287 

 3,399 

 283 

 286 

 289 

 292 

 294 

 1,444 

 4,843 

 7.7 

 1.021 

 1.046

254 

 3.6 

 248 

 251 

 253 

 257 

 264 

 1,273 

 261 

 262 

 265 

 270 

 276 

 1,334 

 2,607 

 4.1 

 1.039 

 1.087

377 

 5.4 

 922 

 565 

 394 

 285 

 0 

 2,166 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,166 

 3.4 

 0 

 0

4,934 

 70.2 

 6,121 

 5,787 

 5,501 

 5,303 

 4,808 

 27,520 

 4,845 

 4,987 

 5,108 

 5,116 

 5,124 

 25,180 

 52,700 

 83.5 

 0.974 

 1.039

2,091 

 29.8 

 2,019 

 1,441 

 1,020 

 1,130 

 874 

 6,484 

 775 

 771 

 786 

 779 

 786 

 3,897 

 10,381 

 16.5 

 0.418 

 0.376

7,025 

 100.0 

 8,140 

 7,228 

 6,521 

 6,433 

 5,682 

 34,004 

 5,620 

 5,758 

 5,894 

 5,895 

 5,910 

 29,077 

 63,081 

 100.0 

 0.809 

 0.841

基準年度 

（平成16年度） 

前　期 

5ヶ年間 

後　期 

5ヶ年間 

合　計 

伸長率 

単位：百万円、％ 

歳出年度別推計表 

年度 

科目 

 金　額 

構成比 

平成18 

19 

20 

21 

22 

計    

平成23 

24 

25 

26 

27 

計    

金　額 

構成比 

22／16 

27／16

人件費  

817 

 12.2 

 820 

 814 

 798 

 786 

 780 

 3,998 

 780 

 780 

 780 

 780 

 780 

 3,900 

 7,898 

 12.8 

 0.955 

 0.955

投資的経費  

1,414 

 21.2 

 3,519 

 2,561 

 1,880 

 1,800 

 1,021 

 10,781 

 940 

 930 

 930 

 930 

 941 

 4,671 

 15,452 

 24.9 

 0.722 

 0.665

一般行政費  

4,454 

 66.6 

 3,687 

 3,743 

 3,742 

 3,731 

 3,775 

 18,678 

 3,799 

 3,933 

 4,076 

 4,072 

 4,087 

 19,967 

 38,645 

 62.3 

 0.848 

 0.918

合　計  

6,685 

 100.0 

 8,026 

 7,118 

 6,420 

 6,317 

 5,576 

 33,457 

 5,519 

 5,643 

 5,786 

 5,782 

 5,808 

 28,538 

 61,995 

 100.0 

 0.834 

 0.869

基準年度 

（平成16年度） 

前　期 

（平成8～12年度） 

後　期 

（平成13～17年度） 

合　計 

（平成8～17年度） 

伸　長　率 

単位：百万円、％ 

備考 

（1）平成17年12月現在で推計したデータです。それ以降の三位一体改革や国庫補助金等の情勢の変化は、考慮していません。 

（2）平成16年度の「地方財政状況調査」を基準年度に、最新の予算、決算や税収の状況を基準に推計したものです。 
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基盤整備や生活環境整備、地方分権に伴う

財政負担の増加などを考慮すると、自律した

まちづくりのためには行財政運営のさらなる効

率化に向けての取り組みが求められます。

健全な財政運営を維持していくには、受益

者負担の導入を図るほか、業務の民間委託

や事業の優先性に基づく厳選化、有利な制

度・事業の活用に積極的に努め、経費の節

減を図らなければなりません。

さらに、行政サービスにおける受益者負担

の見直しやまちづくりにおける住民と行政との

役割分担などを進めながら、財政基盤の強

化に努める必要があります。

【施策の方針】
行財政改革の推進を図り、投資の厳選化

や費用対効果を踏まえた事業採択、歳出削

減のためのコスト管理の徹底を図ります。ま

た、住民と行政との役割分担や受益者負担

の適正化などを進め、収納体制を強化し財

源確保に努め健全で安定的な財政運営を

進めます。

【施策の展開】
（１）計画的で効率的な財政運用
●総合計画や各種計画と連動した予算編
成を徹底するとともに、政策群別のマト
リックス予算の編成を検討します。

●行政評価と連動した効率的で透明性の
高い行政運営を推進するほか、成果な
ども考慮した枠配分方式による予算編
成を検討します。

●地方税財政制度改革や補助制度などの
動向を総合的に勘案しながら、中長期
的な財政見通しを立て、財政運用の指
針を明確に投資効果の高い財政運用に
努めます。

（２）経費節減と受益者負担の適正化
●指定管理者制度などの導入を進め、公共
施設の管理などでの民間委託を促進し、
効率的な維持管理体制を確立します。

●時流に即した事務事業の見直しとあわ
せて負担のあり方を検討し、使用料や補
助金などの適正化や基準の明確化を進
めます。

●使用料や補助金の見直しに当たっては、
公平性や透明性の観点から、第三者機関
の設置を検討します。

●行政評価の導入などとあわせて、事務事
業や地域の課題解決における行政と住
民の役割分担のあり方や担うべき主体
の妥当性などを検討します。

３．電子自治体の推進

【現況と課題】
国はｅ－Ｊａｐａｎ戦略※27を推進し、誰もが、

いつでも、情報通信ネットワークを利用でき

る社会をめざすとともに、行政サービスをイ

ンターネット上のひとつの窓口で、いつでも

簡単に受けられる電子政府・電子自治体の

構築を進めています。

現在、インターネットの普及や電子商取引

の発展など、急速にデジタルネットワーク化が

進行しています。また、平成15年12月より、関

東・中京・近畿の三大広域圏において、地上

デジタルテレビ放送も開始されるなど、情報通

信環境は急速に変化しています。

本町では、平成13年度に公共施設を光フ

ァイバーで接続する地域イントラネットを構築し

ているほか、住民基本台帳ネットワークの整

備やホームページでの情報提供、図書館の

蔵書検索サービスなど、住民の利便性の向

上や効率的な行政運営に努めています。

平成14年度には昭和町地域情報化推進

計画を策定し、電子行政の推進や住民のIT

利活用の促進を図っているほか、山梨県市

町村総合事務組合での電子申請共同化事

業に参画し、各種申請業務の電子化を推進

しています。

■  施策の体系 
 
 健全な財政運営の推進 
 
　　(1) 計画的で効率的な財政運用 
　　(2) 経費節減と受益者負担の適正化 



今後、国や県の動向を踏まえながら、電子

行政の計画的な推進を図ると同時に、情報

システムの共同開発やアウトソーシングなども

視野に入れながら、情報投資の効率化に努

める必要があります。

あわせて、昭和町地域情報化推進委員会

やIT（情報通信技術）推進本部などを活用し

ながら、庁内LANの活用による効率的な行

政運営を進めると同時に、１箇所の窓口でサ

ービスを受けることのできるワンストップサービ

スを導入するなど、利便性の高い電子自治体

の構築を進める必要があります。

【施策の方針】
地域情報化計画の着実な推進を図り、行

政サービスへの情報通信技術の積極的な活

用を進めます。また、ワンストップサービスの導

入を進めるなど、費用対効果を見据えながら、

住民の利便性の高い電子自治体の構築をめ

ざします。

【施策の展開】
（１）地域情報化推進体制の強化
●昭和町地域情報化推進委員会やIT（情報
通信技術）推進本部を活用し、地域情報
化計画の進捗管理を図るとともに、国の
動向や情報通信技術の進歩にあわせて
適時見直しを行います。

●公共施設間や学校間を相互につなぐ地
域イントラネットや学校間ネットワークの
有効活用を進めます。

●CATV事業者との連携を図り、デジタル
化への円滑な移行やコミュニティ放送の
有効活用を促進します。

（２）電子行政の推進
●セキュリティポリシー※28の運用体制を適

時見直し、情報機器、電子情報の適切な
管理を進めます。また、職員への情報セ
キュリティ教育を充実し、個人情報保護
の強化に努めます。

●積極的な情報公開を進める基盤として、
電子文書管理や電子決済などを進める
ほか、効果的なワンストップサービスのし
くみや電子投票制度の研究を進めます。

●関係する部署との調整を図りながら、統
合型地理情報システムなどの導入を検討
します。

●電子行政の浸透にあわせて、情報の利便
性、安全性を考慮した統合認証システム
の導入を検討します。

●業務の電子化を検討する庁内プロジェク
トチームを設置し、外部の専門家の協力
を得ながら、適切な仕様作成や経費の効
率化のためのしくみを確立します。

（３）住民のＩＴ利活用の支援
●大規模な商業施設などに証明書自動交
付機の設置を進めるとともに、電子申
請・届出システムの普及・定着状況を考
慮しながら、地域への端末設置を検討し
ます。

●地域への端末設置に当たっては、高齢者
や障害のある人などに配慮した、わかり
やすい、利用しやすい機器の導入に努め
ます。

●生涯学習拠点の整備とあわせて、住民が
身近な場所でITの利活用を学ぶことが
できる機会を拡充します。

●ITの利活用に慣れない利用者を支援す
るため、地域でのITサポーターの育成・
組織化を図ります。

４．広域連携の推進

【現況と課題】
社会経済の変化や道路・交通網の整備に

伴い、住民の生活行動や経済活動は広域化、

複雑化しています。そのため、効率的な行政

運営の観点からも、周辺自治体との広域的な
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■  施策の体系 
 
 電子自治体の推進 
 
　　(1) 地域情報化推進体制の強化 
　　(2) 電子行政の推進 
　　(3) 住民のIT利活用の支援 



連携が不可欠となっています。

本町は現在、甲府広域行政事務組合や

中巨摩地区広域事務組合、三郡衛生事務

組合に参画し、事務事業の広域的な調整や

効率的な事業の運営などに努めています。

本町は合併協議会からの離脱に伴い、自

律したまちづくりを進めることとなりましたが、

地方分権が進む中で、広域的な連携により、

共通の行政課題に対応する必要性はますま

す高まると想定されます。

そこで、合併の動向などを踏まえ、各自治

体の役割や機能を明確にしながら、新たな広

域ネットワークの形成や広域的連携事業の可

能性を検討する必要があります。

なお、合併については、今後も引き続き研

究を進め、住民などの意見を聞きながら、安

定的なまちづくりに向けて、将来のまちのあり

方を模索する必要があります。

【施策の方針】
広域事務組合の組織・機能や構成自治体

相互の連携を強化するとともに、時代に即し

た新たな広域連携事業を模索し、地域の活

性化を図ります。また、住民意向を把握しな

がら、合併についての研究を進めます。

【施策の展開】
（１）広域行政の推進
●甲府地区広域行政事務組合や中巨摩広
域事務組合、三郡衛生事務組合などの
構成自治体との連携を強化するほか、行
政ニーズなどに応じた柔軟な協力関係
を確立し、広域的な行政課題への対応を
強化します。

●周辺自治体の意向などを踏まえ、広域事
務組合のあり方や運営方法を検討しま
す。あわせて、今後の広域圏の位置づけ
や広域行政のあり方を検討します。

（２）合併への対応
●地方分権の動向や行政ニーズ、住民の負
担と利便性などを総合的に見据えなが
ら、今後の合併のあり方を研究します。

●合併について住民などの意見を聞きなが
ら幅広い住民の参加を促し、合併の是非
についての協議を行います。
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■  施策の体系 
 
 広域連携の推進 
 
　　(1) 広域行政の推進 
　　(2) 合併への対応 
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用語解説 

2001年から始まった、日本国政府が「我が国を世界最先端のIT国家となる」を目

標に進められている政策のこと。 
 

決めたことを実行するための具体的な行動計画。 
 

ホルムアルデヒド対策や木製備品の利用など環境を考慮した学校施設の整備、

および環境教育に関するソフト事業。 
 

地球環境への負荷を考え、環境に優しい商品を優先的に調達すること。 
 

様々な事の規模が、国の枠組みを超えて拡大し影響すること。 
 

援助を必要とする人に対し、適切なサービスを迅速に提供するために保健・医療・

福祉などのサービス提供機関と調整を行うこと。 
 

人々が共同体意識を持って生活を営む一定の地域、および人々の集団。地域

社会。血縁・地縁など自然的結合により共同生活を営む社会集団。 
 

子育てや介護、環境整備など地域に密着したニーズや課題を地域の人材やノウ

ハウを活かして解決する地域ビジネスモデル。 
 

都市の急激な発展で、市街地が無計画に郊外に広がっていく現象。生活基盤整

備の非効率化や都市中心部の空洞化などを招く。 
 

安全性に対する考え方や基本方針。 
 

建築物などを道路境界より後退して建てること。 
 

夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間において、主に男性から女性に加えら

れる身体的・精神的・性的な暴力のこと。 
 

農畜産品や海産品の産地、原料生産から加工、販売、最終消費までの経路管理。 
 

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが社会参加でき、普通に生活を送ること

のできる社会が正常な社会であるという考え方のこと。 
 

自然災害が発生した場合に迅速に避難できるよう、被害の想定される区域と避

難場所、避難経路などを示した地図のこと。 
 

行政などが制度や計画、規制等の設定や改廃をするとき、原案を公表し一般か

らの意見を求める制度。 
 

バリアとは「障壁」のことで、高齢者や障害者などが移動しやすいように、室内

やまちの中にある様々な障壁をなくしていくこと。 
 

自然の生態系や環境を保全しつつ、開発や工事を行うこと。または、意図的に再

製された自然環境で生態系の観察場所。 
 

潜在的な能力や可能性のこと。 
 

何かをする際の手引書、標準作業説明書。 
 

経営に係わる管理運営のこと。 
 

障害者・高齢者・子供・健常者の区別なく、すべての人が使いやすいように製品・

建物・環境などをデザインすること。 
 

人生の段階を意味し、人間の一生を時間的に段階区分したもの。通常は、幼年期・

少年期・青年期・壮年期・老年期に分けられる。 
 

資料や蔵書、情報などの検索サービス。 
 

本来は、共同作業場の意。近年、自ら参加や体験をしグループメンバーとの話合

いで何かを学んだり創り出したりする仕組み。 
 

他部門にわたる行政情報や行政サービスを、ひとつの窓口で提供する仕組み。 
 

軽度の障害のある生徒に対し、普通学級で学べるものは普通学級で授業を受け、

障害に応じた指導を別途行う教育形態。 
 

決められた定員数より、多くの人員配置をして対応すること。 
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